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研究要旨  

本研究では、エビデンスに基づく補装具費支給制度等の運用や評価の促進を目指し、児童の

補装具利用や、高機能・高額な支援機器の選択・選定、また平成30年度に新たに導入される借

受け制度のモニタリングに課題を絞り、それらを解決し、実運用にかなう情報基盤としてのデ

ータベースおよびデータ収集方法の確立を目的とする。 

この目的達成のために、以下の研究目標を設定した。 

1)児童の補装具利用実態の把握およびデータベース化 

2)支援機器の選択・選定データベースの改修による高機能機器利用のエビデンス抽出 

3)補装具支給情報データベースによる借受け制度のモニタリング 

1)については、児童補装具の支給実態を明らかにするため、全国肢体不自由児施設運営協議

会理事所属施設（18施設）を対象に、2017年11月より児童の補装具支給実態調査を開始し、2018

年10月末までに、14施設より4632件の報告を得た。その結果、姿勢保持や介助による移動を目

的としたものが圧倒的に多いことが示唆された。 

また、児童の補装具の利用実態データの収集方法確立では、電動車いすの車体にスマートフ

ォンを固定し、慣性センサのデータを走行中に記録することで、操作や走行の状況を把握する

ことを試みた結果、旋回操作や、段差踏破などを検知でき、今後の応用可能性が示唆された。

また、下肢装具についての利用状況収集のため、児童を専門とする義肢装具士へのヒアリング

により、現状の下肢装具の利用と破損の課題を聴取するとともに、低負担、非干渉に利用状況

を調査するための活動量計等の機種選定を行った。 

2)については、高機能・高額な支援機器の選択・選定のエビデンス抽出に焦点をあて、平成

26～28年度の研究で作成した義肢装具に関するデータベースソフトを利用して、協力リハビリ

テーションセンター７施設の病院受診者を対象とした義肢と下肢装具に関する多施設同時実態

調査を実施した。その結果、711名のデータを得ることができ、2年前の調査とほぼ同様の調査

の再現性を確認した。一方、高機能義肢部品に関しては、一部のセンターでの処方にとどまり、

また数も少なく、調査方法の限界が示された。 

3)については、全国を8ブロックに分け、それぞれのブロックより抽出した更生相談所に対

して補装具費支給制度における借受け制度導入後の状況に関する調査を実施した。その結果、

借受け制度導入から間がないためか、借受け制度の利用実績がないことなど興味深い情報が得

られた。また、データベースの改修を進め、処方箋の新規作成の際に、既定値として選択され

る項目をカスタマイズできる機能を追加した。 

 
研究分担者 

小﨑慶介・心身障害児総合医療療育センター  

 所長 

山田英樹・国立障害者リハビリテーションセンター 

障害福祉研究部長 

筒井澄栄・創価大学 

教授 

高岡   徹・横浜市総合リハビリテーションセンター 

副センター長兼医療部長 

阿久根徹・国立障害者リハビリテーションセンター 

病院副院長、義肢装具技術研究部長 

中村   隆・国立障害者リハビリテーションセンター 

義肢装具士長 

井上剛伸・国立障害者リハビリテーションセンター 

福祉機器開発部長 
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A．研究目的 

本研究では、エビデンスに基づく補装具費支給制

度等の運用や評価の促進を目指し、児童の補装具利

用や、高機能・高額な支援機器の選択・選定、また

平成30年度に新たに導入される借受け制度のモニタ

リングに課題を絞り、それらを解決し、実運用にか

なう情報基盤としてのデータベースおよびデータ収

集方法の確立を目的とする。 

この目的達成のために、以下の３つの研究目標を

設定した。 

1) 児童の補装具利用実態の把握およびデータベー

ス化 

2) 支援機器の選択・選定データベースの改修によ

る高機能機器利用のエビデンス抽出 

3) 補装具支給情報データベースによる借受け制度

のモニタリング 

 

B．研究方法 

1) 児童の補装具利用実態の把握およびデータベー

ス化 

①児童を対象とした利用実態調査 

医療型障害児入所施設（旧肢体不自由児施設）を

利用する児童へ支給された補装具の意見書記載内容

を後ろ向きに調査した。児童に対しては治療用装具

の支給件数も多いことから、対象を総合支援法によ

り支給された補装具に限定せず調査を実施した。 

②支援機器利用実態の調査 

・電動車いすの利用ログ収集 

スマートフォンに内蔵された慣性センサを用い、

加速度・角速度の計測結果から、電動車いすの旋回

と，路面の段差状態を推定できることを確認した。

普通型電動車いす（C300，Permobil）のアームレス

トにスマートフォン（SC-02H,Samsung）を固定し、

センサーデータ収集ソフトウェア（Physics Toolbox 

Sensor Suite, Vieyra Software）を用いて加速度、

角速度、GPS 位置情報を記録した。記録データは csv

形式で保存し、数値演算ソフトウェア（Matlab, 

Mathworks）を用いて読み出し・分析した。位置情報

に合わせた航空写真データは Googleが提供する、

Static map API を利用し、該当位置座標周辺のデー

タを取得した。 

・下肢装具の利用状況収集 

下肢装具の利用状況について調べるため、二分脊

椎研究会での情報収集、療育センターおよび児童の

装具を専門とする義肢装具製作所の義肢装具士を対

象としたヒアリングを行った。 

 ヒアリングでは、児童の下肢装具に関して、装具

の種類ごとの破損事例や製作方法、ユーザ、材質と

破損の状況等について聴取した。 

 また、低負担、非干渉な利用状況の収集手段とし

て、活動量計に着目し、サイズ、重量、防水性、分

解能、連続計測時間等の仕様を比較し、利用状況収

集に適した機種を選定した。 

さらに、装具にかかる負荷をひずみゲージと小型

ロガーで計測することとし、チャンネル数や重量等

を考慮して機種を選定した。 

 

2) 支援機器の選択・選定データベースの改修によ

る高機能機器利用のエビデンス抽出 

AMEDの研究課題「支援機器イノベーション創出に

向けた情報基盤構築に関する研究」（平成 26～28年

度，研究代表者：加藤誠志）での協力リハビリテー

ションセンター５施設に新たな２施設を加え、以下

の７施設で共通フォーマットによるデータ収集を行

った。 

 

協力リハビリテーションセンター 

∙ 国立障害者リハビリテーションセンター 

∙ とちぎリハビリテーションセンター 

∙ 埼玉県総合リハビリテーションセンター 

∙ 千葉県千葉リハビリテーションセンター 

∙ 横浜市総合リハビリテーションセンター 

∙ 長野県立総合リハビリテーションセンター 

∙ 神奈川県総合リハビリテーションセンター 

 

調査対象者は協働リハセンター７施設の病院受診

者の中で、義肢と下肢装具に関する受診者を対象と

した。調査期間は 2017年 10月〜2018 年 9月までの

１年間とした。 
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結果の分析に当たっては、対象者の障害の分類と

処方された義肢装具の関係を明らかにするだけでな

く、この研究の焦点である高機能部品に関して、項

目として電子制御部品の選択肢を付与し、部品名を

記入することによって高機能部品の使用者のデータ

をピックアップすることにした。 

また、得られた結果は単年調査結果としての分析

に加え、AMED研究において得られたデータ（調査期

間：2016 年 11月〜2017年 10月。５リハセンターの

統合データ）とも比較した。 

 

3) 補装具支給情報データベースによる借受け制度

のモニタリング 

①補装具費支給制度における借受け制度導入後の状

況に関するアンケート調査 

借受け導入後の課題の把握とその対応案等を検討

することを目的して、全国を 8ブロックに分け、そ

れぞれのブロックより抽出した更生相談所に対して

補装具費支給制度における借受け制度導入後の状況

に関する調査を実施した。 

借受け導入後の課題を的確に把握するために、補

装具費支給制度における借受け制度導入後の状況に

関する調査を実施した。あわせて借受け制度に限ら

ず、児童への支給決定上の課題に関する調査も実施

した。 

②システムプロトタイプにおける DB 改修 

「義手処方箋」「義足処方箋」「車いす処方箋」

「電動車いす処方箋」「座位保持装置処方箋」の新

規作成機能において、従来の各チェック項目を個別

にチェックする方式に加え、補装具種目名称コード

を選択するためのプルダウンリストを追加し、補装

具種目名称コードを選択することで該当のチェック

項目にチェックが付くように改修を行った。 
 

（倫理面への配慮） 

1)の 調査に当たっては、対象児童の個人情報を匿

名化した。 

 2)については2017年に改訂された「人を対象とす

る医学系研究に関する倫理指針」に基づき、データ

収集とその管理方法を見直した。すなわち、各施設

において診療情報をデータ化するだけなら診療の範

囲内であるため対象者の同意は不要である。しかし、

データの提供、共有、解析は研究の範囲となる。本

研究において得られたデータは、対象者の同意取得

が困難であるため、オプトアウトの手続きをとった。

すでにこれまで取得したデータの取り扱いについて

は、国立障害者リハビリテーションセンター倫理審

査委員会の承認を得て、オプトアウト手続きとして

国 リ ハ ホ ー ム ペ ー ジ

http://www.rehab.go.jp/ri/ethics/optout.htmlに

研究計画書を掲載した。 

3)の調査研究協力機関へは、収集したデータは集

計及び統計処理を行い、個人情報が集計結果として

公表されることがないこと、また、本調査により収

集されたデータは、本調査の趣旨以外の目的で使用

されることはないことを文書及び口頭で説明を行い、

了承の得られた機関で行った。 

 

Ｃ．研究結果 

1) 児童の補装具利用実態の把握およびデータベー

ス化 

①児童を対象とした利用実態調査 

全国肢体不自由児施設運営協議会理事所属施設

（18施設）を対象に、2017年 11月より児童の補装

具支給実態調査を開始した。2017年 11月～2018年

10月の期間で 14 施設より 4632 件の報告があった。

なお、調査期間中に借り受け制度を利用した補装具

支給事例は報告されなかった。 

 

②支援機器利用実態の調査 

・電動車いすの利用ログ収集 

既存技術の調査を実施し、収集すべきパラメータ

を確認した。また、小型スマートフォンの慣性セン

サを利用し、屋外走行データを収集することで、利

用状態の解釈が可能であることを確認した。 

・下肢装具の利用状況収集 

 ヒアリングにより、近年、高活動児に炭素繊維強

化プラスチック製の短下肢装具が処方され、破損が

課題になっている状況などが聴取された。また、利

用状況収集のための活動量計として、高分解能、小
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型、軽量のキッセイコムテック社製小型活動量計

KSN-200、装具にかかる負荷を記録するロガーとして、

4chのひずみゲージの入力を計測でき、36gと軽量で、

電池で作動する機種（Easy Measure社製小型データ

ロガCondition Catcher S CCS-4S）を選定した。 

また、意思疎通支援機器について主要学会での情

報収集を行い、スマートフォンなど一般機器の利用

が進んでいる点を把握した。 

 

2) 支援機器の選択・選定データベースの改修によ

る高機能機器利用のエビデンス抽出 

2017年10月～2018年9月までの1年間、7つのリハセ

ンターが協働で義肢と下肢装具に関するデータ収集

を行い、711件のデータを収集し、センター間でデー

タを共有した。調査結果は2年前の5施設による調査

とほぼ等しく、調査の再現性が確認された。高機能

部品については一部の施設の対象者に限られ、数も

少なかった。現在の調査対象と項目には限界があり、

解析のための新たな調査項目の設定が必要であった。 

借受けについては、横浜市総合リハビリテーション

センターにて、10月末までの半年間で重度障害者用

意思伝達装置5件の判定・処方を行っているが、借受

けなかった。その他は、2019年1月現在で、上肢装具

5件で借受けを実施していた。 

 

3） 補装具支給情報データベースによる借受け制度

のモニタリング 

補装具の借受け制度は、利用者の「成長や病気の

進行に伴う短期交換・利用を想定しており」機器の

効果的な利用を促進するとともに、導入後に不具合

時の費用未発生、複数の利用者に活用できる事で廃

棄数の減少、利用者や福祉用具を給付する自治体に

とって経済的にも環境に優しい制度として考えられ

ているものの、補装具製作事業者、メーカー、販売

店にとっては、下記の課題に対する方策がまだ見い

だせていないのが現状であることが明らかとなった。 

データベースの改修については、処方箋の新規作

成機能において、プルダウンリストを追加した。追

加したプルダウンリストで選択された補装具種目名

称コードに応じて、該当するチェックボックスにチ

ェックを入れる機能を追加した。また、処方箋の新

規作成の際に、既定値（デフォルト値）として選択

される項目をユーザがカスタマイズできるようにす

るための機能を追加した。本機能により設定された

項目はユーザごとにデータベースに保存され、対応

する処方箋の新規作成機能の実行時に既定値（デフ

ォルト値）として使用できるように改修を行った。 

なお、補装具費種目名称別コードは 2018 年 3月

29日版の「補装具費種目名称別コード一覧表」をも

とに全面的に見直しを行った。 

 

Ｄ．考察 

1) 児童の補装具利用実態の把握およびデータベー

ス化 

①児童を対象とした利用実態調査 

１）支給件数の年齢別分布では、6歳と 17歳にピ

ークが見られた。これは、それぞれ就学時、「児」

から「者」への適用制度変更前の時期を反映してい

ると考えられた。 

２）補装具作製にあたっての適用制度の内訳につ

いて総合支援法による支給が 58％を占める一方で、

健康保険による治療用装具の支給件数も 38%を占め

ていた。小児の補装具支給においては、健康保険に

よる治療用装具が大きな割合を占めていることが示

された。 

３）支給された補装具品目を大分類別にみると、下

肢装具が 54%、車いす 16%、座位保持装置（座位保持

装置付き車いすを含む）15%、体幹装具 8%、歩行器

2%の順であった。義肢の支給件数が少ないのは、患

児数が少ないためと考えられた。下肢装具に比較し

て上肢装具の支給件数が極端に少なかった。これら

のことから、旧肢体不自由児施設における補装具の

支給状況では姿勢保持や介助による移動を目的とし

たものが圧倒的に多いことが示唆された。 

②支援機器利用実態の調査 

・電動車いすの利用ログ収集 

これまでに報告されている電動車いすの利用ログ

収集システムでは、センサやロガーの設置に専用の

治具が必要であったり、配線等の取り回しに一定の

専門知識が必要なものがほとんどであった[1]。 一
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方、スマートフォンの性能向上により、内蔵の慣性

センサ等のデータを高サンプリング周期で長時間保

存することが可能になっており、多様な運動解析へ

の活用が進んでいる。本報告に示した結果は、スマ

ートフォン本体を車体に固定するだけで、走行動態

を多様な解釈が可能な形で記録できる可能性を示し

ており、今後電動車いすの適合などへの活用を進め

る上で、更なる手法の提案が有用であることが示唆

された。 

・下肢装具の利用状況収集 

ヒアリングにより、炭素繊維強化プラスチック製

短下肢装具の破損が課題になっている状況が聴取さ

れた。炭素繊維強化プラスチック製短下肢装具の試

験方法は、規定されておらず、耐久性の詳細も明ら

かでないことから、同装具の利用状況の収集も必要

と考えられた。 

一方、両側支柱付き金属製短下肢装具では、成人

と児童の製作方法の違いが報告された。児童の製作

方法は成人の製作方法よりコストを要するものの、

応力集中は生じにくく、破損しにくい可能性が考え

られる。破損リスクが高い、高活動、高体重のユー

ザへの対応策を検討するため、異なる製作法による

耐久性に関するデータ収集が望まれる。 

また、プラスチックや面ファスナーの耐久性に関

して、染料が影響を与える可能性も示唆された。こ

ちらについては、試験片を用いた耐久性試験による

データ収集が望まれる。 

 

2）支援機器の選択・選定データベースの改修による

高機能機器利用のエビデンス抽出 

これまで義肢装具に関する多施設同時調査はほと

んど例がなく、リハセンター７施設協働による実態

調査により得られた結果は学術的にも貴重な資料と

なると考えられる。 

今回の調査は AMEDの研究課題「支援機器イノベー

ション創出に向けた情報基盤構築に関する研究」（平

成 26～28年度，研究代表者：加藤誠志）に引き続き、

２回目の調査になるが、２回の調査の対象者の傾向

に大きな違いはなかった。2015 年（平成 27年）と

2017年（平成 29年）で障害者の状況が大きく変化

したとは考えられず、このことからこの調査方法の

再現性が確認された。 

今回の調査のもう一つの焦点として、高機能部品

使用者の実態像の把握がある。調査結果から、高機

能膝継手および筋電電動義手の使用者の情報が抽出

された。イールディングやバウンシングといったい

わゆる高機能とされる立脚制御機構を有する膝継手

の対象者と、さらに高機能かつ高額である電子制御

高機能膝継手の対象者が把握された。また、筋電電

動義手の使用者も労災保険に限らず総合支援法でも

支給されていることが明らかになった。 

 

3） 補装具支給情報データベースによる借受け制度

のモニタリング 

借受け制度導入からまだ間がないためか、回答い

ただいた各更生相談所において借受け制度の利用実

績は1件も無かった。そのため、回答内容によっては

実際の例ではなく今後発生し得るであろうというも

のも挙げられている。 

借受け期間については、再判定を行うまでの期間

は一定の期間以上が望ましいが、その期間について

は更生相談所によってまちまちであり、導入後必要

に応じて見直すということも挙げられた。 

他機関における借受け制度導入後の状況について

は、借受けに対応する事業者がいないといったこと

からか、他都市の機関での借受け利用例は把握でき

ていないことが挙げられた。 

児童への支給決定上の課題について、「支給決定

を行う職員の専門知識に不安がある」、「意見書内

容がわかりにくい、情報が不足している」、「利用

者の状態像が把握しにくい」、「高額な機種の申請

時の対応に課題がある」といったものが、半数を超

える更生相談所から挙げられた。 

 

Ｅ．結論 

1) 児童の補装具利用実態の把握およびデータベー

ス化 

①児童を対象とした利用実態調査 

支給件数の年齢別変動が観察された。旧肢体不自

由児施設における補装具の支給状況では姿勢保持や
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介助による移動を目的としたものが圧倒的に多いこ

とが示唆された。今後、補装具の品目別の疾患別・

重症度別・年齢別支給状況などを精査すると共に、

支給状況の地域差の有無などについても解析を予定

している。 

②支援機器利用実態の調査 

簡易に取り付けが可能な電動車いす利用ログシス

テムの開発を目的として、スマートフォンのロガー

としての利用を試み、旋回操作や路面状況を確認で

きることを示した。今後はより多様な情報を抽出す

るための手法構築を進める。 

また、児童の下肢装具の利用状況については、ヒ

アリングにより、炭素繊維強化プラスチック製短下

肢装具の破損など、装具の破損における現状の課題

が聴取された。次年度は、活動量計等を用いて、下

肢装具ユーザによる下肢装具の利用状況を収集し、

フィールドでの収集手法を提案するとともに、汎用

試験機等を用いた工学的試験を実施する。 

 

2) 支援機器の選択・選定データベースの改修によ

る高機能機器利用のエビデンス抽出 

リハビリテーションセンター７施設協働による義

肢と下肢装具に関する同時実態調査を行った。711

名のデータを得て、その初期解析結果を報告した。 

今後はこのようなデータを障害別に解析、比較す

る。それによって、それぞれの障害がどのような特

徴を示し、どのような義肢装具が選択されるに至っ

たかが明らかになることが期待される。 

 

3) 補装具支給情報データベースによる借受け制度

のモニタリング 

補装具の借受け制度は、利用者の「成長や病気の

進行に伴う短期交換・利用を想定しており」機器の

効果的な利用を促進するとともに、とともに導入後

に不具合時の費用未発生、複数の利用者に活用でき

る事で廃棄数の減少、利用者や福祉用具を給付する

自治体にとって経済的にも環境に優しい制度として

考えられている。 

全体的に、まだ借受け制度導入後間もない状況で

あり利用例も乏しいことから、同様のアンケート調

査を今後数年間継続的に行い、課題の把握とその対

応案等を検討する必要性がある。 

 

Ｆ．健康危険情報 

 特になし 
 
Ｇ．研究発表 

 1.  論文発表 

特になし 
 

2.  学会発表 

・ 久保勉, 小崎慶介, 伊藤順一, 石渡利奈. 児童

を対象とした補装具利用実態に関する調査研究. 

第 34回日本義肢装具学会学術集会.名古屋, 

2018-11-10/11-11. 第 34回日本義肢装具学会学

術大会講演集, (CD-ROM)P.228, 2018. 

 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

  無 

 

I．参考文献 

[1] 硯川潤, "車椅子ライフログによる走行・操作評

価手法の開発 ―ビッグデータ時代の安全性評価を目

指して―", 電子情報通信学会誌, 99(6), 

pp.505-510, 2016. 
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厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業） 

分 担 研 究 報 告 書 

 
児童の補装具利用実態に関する調査研究 

 

研究分担者 小崎 慶介 心身障害児総合医療療育センター 
所長  

研究協力者 久保 勉  心身障害児総合医療療育センター 
義肢装具士 

研究協力者 石渡 利奈 国立障害者リハビリテーションセンター研究所  
福祉機器開発部 第一福祉機器試験評価室長 
 

 

研究要旨 

児童補装具の支給実態を明らかにするため、全国肢体不自由児施設運営協議会理事所属施設

（18施設）を対象に、平成 29年 11月より児童の補装具支給実態調査を実施した。2017年 11

月～2018年 10月の期間で 14施設より 4632件の報告があった。年齢別報告件数には、6歳と

17歳にピークが見られた。適用制度からは、総合支援法による支給が 58％を占める一方で、

健康保険による治療用装具の支給件数も 38%を占めていた。支給された補装具の中では、姿勢

保持や介助による移動を目的とすると見られる下肢装具、車いす、座位保持装置、体幹装具の

支給が大部分を占めていた。平成 30 年度より開始された補装具借受制度を利用した支給事例

はなかった。 

 
A．研究目的 

障害者総合支援法の見直しの一環として、平成３

０年度からの補装具借受制度の導入や、厚生労働省

で実施している支援機器活用拠点の整備など、制度

や政策において大きな変革が進められている中で、

障害児童に対する補装具の支給実態はこれまで明ら

かにされていなかった。本研究は、児童を対象とし

た補装具の支給実態調査を実施して、補装具借受制

度の対象となる品目検討など制度改定に資する事を

目的とする。 

 

B．研究方法 

医療型障害児入所施設（旧肢体不自由児施設）を

利用する児童へ支給された補装具の意見書記載内容

を後ろ向きに調査した。児童に対しては治療用装具

の支給件数も多いことから、対象を総合支援法によ

り支給された補装具に限定せず調査を実施した。  

 

（倫理面への配慮） 

調査に当たっては、対象児童の個人情報を匿名化

した。 

 

Ｃ．研究結果 

全国肢体不自由児施設運営協議会理事所属施設

（18施設）を対象に、2017年 11月より児童の補装

具支給実態調査を開始した。2017年 11月～2018年

10月の期間で 14 施設より 4632 件の報告があった。 

報告件数の年齢分布は下図の通りであった。 
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適応制度別件数の内訳は下図のとおりであった。 

 

報告された補装具の大分類別内訳は下図のとおり

であった。 

 

なお、調査期間中に借り受け制度を利用した補装

具支給事例は報告されなかった。 

Ｄ．考察 

１）支給件数の年齢別分布では、6歳と 17歳にピ

ークが見られた。これは、それぞれ就学時、小学校

終了前、「児」から「者」への適用制度変更前の時

期を反映していると考えられた。 

２）補装具作成にあたっての適用制度の内訳につ

いて総合支援法による支給が 58％を占める一方で、

健康保険による治療用装具の支給件数も 38%を占め

ていた。小児の補装具支給においては、健康保険に

よる治療用装具が大きな割合を占めていることが示

された。 

３）支給された補装具品目を大分類別にみると、

下肢装具が 54%、車いす 16%、座位保持装置（座位保

持装置付き車いすを含む）15%、体幹装具 8%、歩行

器 2%の順であった。義肢の支給件数が少ないのは、

患児数が少ないためと考えられた。下肢装具に比較

して上肢装具の支給件数が極端に少なかった。これ

らのことから、旧肢体不自由児施設における補装具

の支給状況では姿勢保持や介助による移動を目的と

したものが圧倒的に多いことが示唆された。 

Ｅ．結論 

支給件数の年齢別変動が観察された。旧肢体不自

由児施設における補装具の支給状況では姿勢保持や

介助による移動を目的としたものが圧倒的に多いこ

とが示唆された。今後、補装具の品目別の疾患別・

重症度別・年齢別支給状況などを精査すると共に、

支給状況の地域差の有無などについても解析を予定

している。 

Ｇ．研究発表 

 1.  論文発表 

無 

 

2.  学会発表 

久保勉, 小崎慶介, 伊藤順一, 石渡利奈. 児童を

対象とした補装具利用実態に関する調査研究. 第 34

回日本義肢装具学会学術集会.名古屋, 

2018-11-10/11-11. 第34回日本義肢装具学会学術大

会講演集, (CD-ROM)P.228, 2018. 

 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

無 
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厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業） 

分 担 研 究 報 告 書 

 
支援機器利用実態の調査 

 

研究分担者 井上剛伸 国立障害者リハビリテーションセンター 研究所 

福祉機器開発部 福祉機器開発部長 
研究協力者 硯川潤  国立障害者リハビリテーションセンター研究所 

福祉機器開発部 福祉機器開発室長 
研究協力者 石渡利奈 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 

福祉機器開発部 第一福祉機器試験評価室長 
 

研究要旨  

本研究では、エビデンスに基づく補装具費支給制度等の運用や評価の促進を目指し、児童の補

装具の利用実態データの収集方法を確立することを目的とする。このため、電動車いすの操作

ログ、および下肢装具の利用状況を収集する方法を提案することを目標とした。 

電動車いすについては、車体にスマートフォンを固定し、慣性センサのデータを走行中に記

録することで、操作や走行の状況を把握することを試みた。 旋回操作や、段差踏破などを検

知でき、今後の応用可能性が示唆された。 

下肢装具については、児童を専門とする義肢装具士へのヒアリングにより、現状の下肢装具

の利用と破損の課題の聴取、低負担、非干渉に利用状況を調査するための活動量計等の機種選

定を行った。 

 
A．研究目的 

本研究では、エビデンスに基づく補装具費支給制

度等の運用や評価の促進を目指し、特に問題とされ

る、児童の補装具の利用実態データの収集方法を確

立することを目的とする。 

利用データ収集の対象としては、電動車いすの操

作ログ、および下肢装具の利用状況とし、両者の利

用状況収集方法を提案することを目標とする。下肢

装具では、児童向けの下肢装具の規格作成に向けて、

日常生活の中で、低負担、非干渉に利用実状況を収

集する方法を提案する。 

 

B．研究方法 

B-1．電動車いすの利用ログ収集 

スマートフォンに内蔵された慣性センサを用いる

ことで、電動車いすの走行動態を簡易にモニタリン

グできる。 今年度は、加速度・角速度の計測結果か

ら、電動車いすの旋回と、路面の段差状態を推定で

きることを確認した。 普通型電動車いす（C300，

Permobil）のアームレストにスマートフォン

（SC-02H,Samsung）を固定し、センサーデータ収集

ソフトウェア（Physics Toolbox Sensor Suite, 

Vieyra Software）を用いて加速度、角速度、GPS 位

置情報を記録した。 記録データはcsv形式で保存し、

数値演算ソフトウェア（Matlab, Mathworks）を用い

て読み出し・分析した。 位置情報に合わせた航空写

真データは Googleが提供する、Static map API を

利用し、該当位置座標周辺のデータを取得した。 

B-2．下肢装具の利用状況収集 

 下肢装具ユーザーと、下肢装具の利用状況につい

て調べるため、二分脊椎研究会での情報収集、療育

センターおよび児童の装具を専門とする義肢装具製

作所の義肢装具士を対象としたヒアリングを行った。 

 ヒアリングでは、児童の下肢装具に関して、装具

の種類ごとの破損事例や製作方法、ユーザー、材質

と破損の状況等について聴取した。 
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 また、低負担、非干渉な利用状況の収集手段とし

て、活動量計に着目し、サイズ、重量、防水性、分

解能、連続計測時間等の仕様を比較し、利用状況収

集に適した機種を選定した。 

さらに、装具にかかる負荷をひずみゲージと小型

ロガーで計測することとし、チャンネル数や重量等

を考慮して機種を選定した。 

 

Ｃ．研究結果 

C-1．電動車いすの利用ログ収集 

図１に、140 秒間の試行データを示す。 航空写真

上に示された各点が位置座標を、色が各点で計測さ

れた3軸合成加速度とヨー軸角速度をそれぞれ表す。 

GPS 位置情報の測定間隔は 1.18 ± 0.52 秒 (平均±

標準偏差) であった。 加速度・角速度の測定間隔は

これより短いため、各時間区間における最大値を疑

似カラー化して表示した。 なお今回の計測では、加

速度と角速度の実効サンプリングレートは、それぞ

れ 50、5 Hz であった。 この値は、用いるスマート

フォンの性能やソフトウェアとの相性などにより変

動するため、分析時には注意が必要である。 

図示した試行では、時計回り・反時計回りの旋回

操作がそれぞれ、4回、3回含まれていた。 これは、

ヨー軸角速度に 0.4 rad/s の閾値を用いることで全

て検知できることが分かった。 また、試行中のヨー

軸角速度の絶対値は、0.10 ± 0.14 rad/s であり、

計測時間中の 92 %で、平均 + 2 SDを下回る値が記

録されていた。 合成加速度からは、点字ブロック上

の通過や、歩道と車道の間の段差乗り越え等を視覚

的に確認できた。 

C-2．下肢装具の利用状況収集 

 ヒアリングでは、以下の内容が聴取された。 

【炭素繊維強化プラスチック製 AFO】 

 近年、高活動児に対して、炭素繊維強化プラス

チックを用いた AFOの処方が増加している 

 たわみを許さない炭素繊維強化プラスチック製

後方支柱では、部品自体は破損せず、プラスチ

ックモールド側が破損する 

 支柱から、部品が取れることで転倒につながっ

た事例もあった 

 炭素繊維強化プラスチック製の一体型AFOでは、

足底から支柱につながる側方の立ち上がり部で

応力集中が生じ、層が緩んできて 1年くらいで

破損しそうになるケースがある 

【両側支柱付き金属製 AFO】 

 （聴取した義肢装具製作所では）破損を防ぐと

いう観点よりは、軽量さを重視して、ギリギリ

の強度で製作している（破損したらより丈夫な

ものに変える） 

 成人では、ハッカーであぶみを 90度に曲げて製

作するが、子供の場合は、できるだけ足に沿わ

せるため、半足板を少しずつカーブさせて曲げ、

シャンクを溶接している（加工には成人のケー

スの約 10倍の時間がかかる） 

【二分脊椎ユーザー】 

 踵足にならないよう、背屈を制限する 

 感覚障害等のあるため、踵の部分に、きちんと

履けているかを確認するための穴を開けること

もある 

 ウレタン製の足継手付きプラスチック製装具な

ど  

 後方のベルトが切れたり、ベルトのカンや留め

ている箇所の穴が破損する、通気用の穴に亀裂

が入って繋がるケースなどがある 

【脳性麻痺ユーザー】 

 片麻痺等で、高活動、中等度以上の痙性がある

ケースなどで破損することがある 

 両側支柱付き金属製下肢装具で年に１回くらい 

【材質】 

 プラスチックで、染料が入っている材料（黒な

ど）は、経験上、破損しやすい感がある 

 同じ患者さんでも、色つきの装具が破損した際

に、色無しのものにすると、耐久性が良くなる 

【面ファスナー】 

 海外製のものの方が破損しやすい 

 当初の付き具合は変わらないが、使用している

間に付きが悪くなる 

 国産のものも、環境を重視した製品が出てきて

いるが、以前の製品にくらべ、付きが悪くなり

やすい 
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 染料の関係か、黄色や青の製品は付きが悪くな

りやすい印象がある 

 活動量計については、表１に示す研究用 3種、一

般用 2種の機種について、仕様を比較した。この中

から、児童に用いることや、使用状況、装具に取り

付ける可能性等を考慮し、高分解能、小型、軽量か

つ、本体に操作ボタンや表示部等がなく、被験者が

操作できないもの、活動量計自体が本人および周囲

の児童の注意を引かず、より目立ちにくいと考えら

れる機種（キッセイコムテック社製小型活動量計

KSN-200 図２）を用いることとした。 

 また、装具にかかる負荷を記録するロガーとして、

4chのひずみゲージの入力を計測でき、36gと軽量で、

電池で作動する機種（Easy Measure 社製小型データ

ロガ Condition Catcher S CCS-4S 図３）を用いる

こととした。 

 

Ｄ．考察 

D-1．電動車いすの利用ログ収集 

これまでに報告されている電動車いすの利用ログ

収集システムでは、センサやロガーの設置に専用の

治具が必要であったり、配線等の取り回しに一定の

専門知識が必要なものがほとんどであった[1-3]。 一

方、スマートフォンの性能向上により、内蔵の慣性

センサ等のデータを高サンプリング周期で長時間保

存することが可能になっており、多様な運動解析へ

の活用が進んでいる。本報告に示した結果は、スマ

ートフォン本体を車体に固定するだけで、走行動態

を多様な解釈が可能な形で記録できる可能性を示し

ており、今後電動車いすの適合などへの活用を進め

る上で、更なる手法の提案が有用であることが示唆

された。 

 

D-2．下肢装具の利用状況収集 

ヒアリングにより、活動度の高い児童では、近年、

炭素繊維強化プラスチック製短下肢装具も処方され

るようになり、同装具の破損が課題になっている状

況が聴取された。炭素繊維強化プラスチック製短下

肢装具の試験方法は、規定されておらず、耐久性の

詳細も明らかでないことから、同装具の利用状況の

収集も必要と考えられた。 

一方、両側支柱付き金属製短下肢装具では、成人

と児童の製作方法の違いが報告された。児童の製作

方法の方が製作にコストを要するものの、応力集中

は生じにくく、破損しにくい可能性が考えられる。

破損リスクが高い、高活動、高体重のユーザーへの

対応策を検討するため、異なる製作法による耐久性

の差異等のデータ収集が望まれる。 

また、プラスチックや面ファスナーの耐久性に関

して、染料が影響を与える可能性も示唆された。こ

ちらについては、試験片を用いた耐久性試験による

データ収集が望まれる。 

 

Ｅ．結論 

簡易に取り付けが可能な電動車いす利用ログシス

テムの開発を目的として、スマートフォンのロガー

としての利用を試み、旋回操作や路面状況を確認で

きることを示した。今後はより多様な情報を抽出す

るための手法構築を進める。 

また、児童の下肢装具の利用状況については、ヒ

アリングにより、炭素繊維強化プラスチック製短下

肢装具の破損など、装具の破損における現状の課題

が聴取された。次年度は、活動量計等を用いて、下

肢装具ユーザーによる下肢装具の利用状況を収集し、

フィールドでの収集手法を提案するとともに、汎用

試験機等を用いた工学的試験を実施する。 

 

Ｇ．研究発表 

 1.  論文発表 

無 

 

2.  学会発表 

無 

 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

無 
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図１ 走行時の加速度・角速度データ 

 

 

 

 

 

 

図２ 活動量計 KSN-200 図３ 小型ロガー CCS-4S 
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メ ーカ ー 商品名 概要
想定装着

箇所
メ モリ サイズ（mm) 重さ (g) 防水機能 電源 通信方式

オムロン  Active style ProHJA-750C

・ ク リ ッ プ型

・ 高精度の3D加速度センサ搭載

・ 10秒ごと に歩行と 生活活動（ 座位、 通常歩

行、 ゆっ く り 歩行、 速歩、 ジョ ギング、 掃除、 洗

濯等） を識別し 、 M ETｓ を記録

・ 研究用

腰 45日間 H52×W 40×D12 23 ー

リ チウム

電池CR2032

（ 寿命2ヶ 月）

NFC-F

Bluetooth

USB

スズケン
生活習慣記録機ラ イ フ コ ー

ダGS 4秒版

・ ク リ ッ プ型

・ 4秒（ 2分） ごと の運動強度を詳細に記録

・ 歩行やジョ ギングなど

・ 1分ごと の運動量、 歩数、 平均M ETｓ の出力

・ 活動グラ フ を測定項目と 同一画面で表示、 運動

量・ 歩数・ エク ササイ ズ・ 総消費量・ 距離を計

測、 1週間メ モリ ー表示

・ 研究用

腰 35日間 H72×W 42×D29.1 45 IPX2

リ チウム

電池CR2032

（ 寿命6ヶ 月）

USB

キッ セイ コ ム

テッ ク
小型活動量計KSN-200

・ ク リ ッ プ型（ 平蓋型）

・ 活動量・ 姿勢・ カ ロリ ー・ 歩数を任意の時

間間隔で記録可

・ 活動（ 姿勢） について、 10秒、 30秒、 1

分、 2分の記録間隔を選択可

・ 他、 歩数・ 活動カ ロリ ー・ 消費カ ロリ ー等

を計測可

・ 研究用

腰他（ 姿

勢計測機

能あり ）

12時間から

13日
φ27×D9.8 9 ー

リ チウム

電池CR2032

（ 寿命3ヶ 月）

近距離無線通信

Felica方式

M ISFIT RAY

・ リ スト バンド 型

・ 活動量・ 歩数・ カ ロリ ー等を日、 週、 月単

位で記録

・ 日常活動記録用

腰、 手

首、 足首

など

最長30日間 φ12×L38 8～16 50m防水

RENATAボタ ン

電池393×3

（ 寿命4-6ヶ

月）

Bluetooth

fitb it flex 2

・ リ スト バンド 型

・ 歩数・ 距離・ 消費カ ロリ ー・ アク ティ ブな

時間・ 時間毎のアク ティ ビティ を記録

・ 日常活動記録用

手首 7日間
Ｓ ： 外周14-17

Ｌ ： 外周14-20.5
11 50m防水 専用充電式電池 Bluetooth

表１ 活動量計の比較 
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厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業） 

分 担 研 究 報 告 書 

 
支援機器の選択・選定データベースの改修による高機能機器利用のエビデンス抽出 

 

研究分担者 阿久根徹 国立障害者リハビリテーションセンター研究所  
義肢装具技術研究部 義肢装具技術研究部長 

研究分担者 中村隆 国立障害者リハビリテーションセンター研究所  
義肢装具技術研究部 義肢装具士長 

研究分担者 高岡徹 横浜市総合リハビリテーションセンター 
副センター長兼医療部長 

 

研究要旨  

近年、義肢装具部品の進歩は著しく、切断者のニーズを満たすべく多種多様な部品が開発さ

れ、特に高機能・高額化が著しい。このような部品の多様化は、義肢装具利用者に選択の幅を

与える一方で、どの部品が使用する障害者に適した部品であるか、その判断を難しくしており、

現状ではこれらの部品の選択・選定において十分なエビデンスが存在するとは言い難い。本研

究では高機能・高額な支援機器の選択・選定のエビデンス抽出に焦点をあて、AMED 研究課題「支

援機器イノベーション創出に向けた情報基盤構築に関する研究」（平成 26～28年度）で作成

した義肢装具に関するデータベースソフトを利用して協力リハビリテーションセンター７施設

の病院受診者を対象とした義肢と下肢装具に関する多施設同時実態調査を実施した。その結果、

711 名のデータを得ることができ、その結果は 2年前の調査とほぼ同様で調査の再現性を確認

した。一方、高機能義肢部品に関しては、一部のセンターでの処方にとどまり、また数も少な

く、調査方法の限界が示された。 

 
 
A．研究目的 

近年、義肢装具部品の進歩は著しく、切断者のニ

ーズを満たすべく多種多様な部品が開発されている。

障害者総合支援法においても、義肢装具を完成させ

るに必要な完成用部品として認可された部品数は増

加の一途をたどり、現在の総数は三千を越える。最

近では、立脚相、遊脚相をともに内臓センサとコン

ピューターで制御する高機能電子御膝継手や５指が

稼働する電動ハンド等も認められている。このよう

な部品の多様化は、義肢装具利用者に選択の幅を与

える一方で、どの部品が使用する障害者に適した部

品であるか、その判断を難しくしている。特に、先

に述べた電子制御膝継手のような高機能部品は高額

でもあり、公的制度での支給においては慎重な判断

が必要とされる。しかし、現状ではこれらの義肢装

具部品の選択・選定において十分なエビデンスが存

在するとは言い難い。 

このような背景を基に、筆者らは、AMED の研究課

題「支援機器イノベーション創出に向けた情報基盤

構築に関する研究」（平成 26～28年度）において、

義肢および下肢装具に関する障害者の障害原因、年

齢、運動能力等の因子と義肢装具の形式・部品情報

を入力可能なデータベースソフトウェアを作成した。

それに診療時に得られた情報を入力することで、義

肢と下肢装具に関するデータベースを構築した。こ

れにより、“どのような障害者にどのような義肢装

具が処方され供給されているか”という課題に対し

て、多施設での共通フォーマットによる実態調査が

可能となった。 

本研究ではこれらの成果を活かし、特に問題とさ

れる、高機能・高額な支援機器の選択・選定にも焦
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点をあて、実運用にかなう情報基盤としてのデータ

ベースおよびデータ収集方法の確立を目的とした。 

具体的には、義肢装具の選択・選定データベース

の項目見直しを行い、リハセンターの連携によるデ

ータベース構造の再検討とデータ収集、高機能機器

に関するエビデンスの抽出を行うとともに、支援機

器活用センターでの活用促進策の検討を目標とする。 

本研究により現状の義肢装具の支給状況や活用実

態を把握することが可能になり、現実に現場で要求

される専門知識や義肢装具の部品選択における課題

が明確になる。また、得られた結果は専門職の教育

にも反映できる。さらに、実際のニーズを表す重要

な指標ともなるため、新たな支援機器の開発促進に

つながる成果を得ることもできる。 

今年度は協働リハビリテーションセンター７施設

の病院の受診者を対象とした多施設同時実態調査を

行ったのでその結果を報告する。 

 

B．研究方法 

AMED研究での協力リハビリテーションセンター５

施設に新たな２施設を加え、以下の７施設で共通フ

ォーマットによるデータ収集を行った。 

 

協力リハビリテーションセンター 

∙ 国立障害者リハビリテーションセンター 

∙ とちぎリハビリテーションセンター 

∙ 埼玉県総合リハビリテーションセンター 

∙ 千葉県千葉リハビリテーションセンター 

∙ 横浜市総合リハビリテーションセンター 

∙ 長野県立総合リハビリテーションセンター 

∙ 神奈川県総合リハビリテーションセンター 

 

調査対象者は協働リハセンター７施設の病院受診

者の中で、義肢と下肢装具に関する受診者を対象と

した。調査期間は 2017 年 10 月〜2018 年 9 月まで

の１年間とした。 
結果の分析に当たっては、対象者の障害の分類

と処方された義肢装具の関係を明らかにするだけ

でなく、この研究の焦点である高機能部品に関し

て、項目として電子制御部品の選択肢を付与し、

部品名を記入することによって高機能部品の使用

者のデータをピックアップすることにした。 
また、得られた結果は単年調査結果としての分

析に加え、AMED研究において得られたデータ（調

査期間：2016 年 11 月〜2017 年 10 月。５リハセン

ターの統合データ）とも比較した。 
 

（倫理面への配慮） 

2017年に改訂された「人を対象とする医学系研究に

関する倫理指針」に基づき、データ収集とその管理方

法を見直した。すなわち、各施設において診療情報を

データ化するだけなら診療の範囲内であるため対象

者の同意は不要である。しかし、データの提供、共

有、解析は研究の範囲となる。本研究において得ら

れたデータは、対象者の同意取得が困難であるため、

オプトアウトの手続きをとった。すでにこれまで取

得したデータの取り扱いについては、国立障害者リ

ハビリテーションセンター倫理審査委員会の承認を

得て、オプトアウト手続きとして国リハホームペー

ジ

http://www.rehab.go.jp/ri/ethics/optout.html

に研究計画書を掲載した。 

  
 

Ｃ．研究結果 

C-1 対象者 

計 711 名のデータを得た。 

対象者の基本属性を表１に示す。 

表１ 対象者の基本属性 

項目  

人数 711 名 

性別 男性 596 名  女性 252 名 不明 3 名 

所属 外来 596 名 入院 94 名 不明 21 名 

平 均 年 齢
（±SD） 33.2（±26.0）才 

義肢装具 下肢装具 582 件、 義肢 133 件 
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対象者の年齢分布を図 1 に示す。 

 

図１ 対象者の年齢分布 

対象者の分布は二峰性を示し、未成年が全体の３

分の１を占める一方、残りは４０代以上の中高齢者

であり、大きく２郡に分かれる集団であった。 

診断分類を図２に示す。（なお、重複障害および

多肢障害を含むため対象者数とは一致しない。） 

 
図２ 診断分類（n=734） 

対象者の障害分類は脳損傷と脳性麻痺が多く、次

いで下肢切断であった。脳損傷は 95％が脳卒中によ

る片麻痺であった。また、その他の疾患には遺伝子

性の疾患や指定難病等のごく稀な疾患も含まれた。 

障害原因を図３に示す。 

 

図３ 障害原因（n=711） 

外傷による障害原因の内訳を図４に示す。 

 

図４ 外傷による原因（n=117） 

疾病による障害原因の内訳を図５に示す。 

 

図５ 疾病による原因（n=275） 

疾病原因の７割が脳卒中であった。なお、脳性麻

痺の対象者は先天性または出生児の損傷に分類した

ため、疾病には含まれない。 
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C-2 処方された義肢装具 

処方された義肢装具の割合を図６に示す。 

 

図６ 処方された義肢装具（n=715） 

処方された義肢装具の８割は下肢装具であった。

この内、下肢装具の内訳を図７に示す。 

 

図７ 下肢装具の内訳（n=582） 

処方された下肢装具は短下肢装具が多く７割を占

めた。次いで靴型装具、足装具であった。この３種

類で全体の９割を占め、下肢装具は足関節以遠の制

御のために処方されていた。これに対し処方された

長下肢装具の割合は小さかった。 

処方された義肢の割合と内訳を図８に示す。 

 
図８ 処方された義肢の割合（n=133） 

処方された義肢は義手と義足の比が約１：３で、

義手は前腕義手、義足は下腿義足が多かった。 

C-3 受診時の義肢装具 

このデータベースソフトには受診時の対象者の「希

望」、「目的」、「基金（ファンド）」および「現

義肢装具の状況」もデータとして記録できるように

なっている。 

対象者の希望を図９に示す。 

 

図９ 対象者の希望（n=689） 

再製作が新規製作を上回り、受信者の半数以上が

すでに使用している義肢装具の再製作のために受診

していた。 

義肢装具の使用目的を図１０に示す。（複数回答） 

 

図１０ 使用目的（n=1048） 

義肢と下肢装具に関する調査であるため、歩行目

的が多く、屋外歩行と屋内歩行が多かった。 

義肢装具の基金（ファンド）を図１１に示す。 

 

図１１ 義肢装具の基金（n=711） 

義肢装具の基金は障害者総合支援法によるものが

半数以上であり、次いで医療保険であった。 
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現有義肢装具の状況を図１２に示す。（複数回答） 

 

図１２ 現有義肢装具の状況（n=764） 

現有義肢装具の状況は、「耐用年数が経過」して

いるものと「合わない」という適合不良の状態であ

るものがほぼ３分の１ずつであった。これらが再製

作の理由であることが明らかとなった。 

C-4 前回調査との比較 

今回の調査施設のうち、次の５施設は 2015年 11

月～2016年 10月にかけて同様のフォーマットを用

いた調査を行っている。 

∙ 国立障害者リハビリテーションセンター 

∙ とちぎリハビリテーションセンター 

∙ 埼玉県総合リハビリテーションセンター 

∙ 千葉県千葉リハビリテーションセンター 

∙ 横浜市総合リハビリテーションセンター 

そこで、今回の調査結果からこの 5 施設のデータ

を抽出し、前回調査と比較した。 

２回の調査の対象者の基本属性を表 2 に示す。 

表２ 対象者の基本属性 

項目 前回調査（2015-2016） 今回調査（2017-2018） 

人数 664 名 676 名 

性別 
男性 412 名 女性 246 名 
不明 6 名 

男性 429 名 女性 246
名 不明 1 名 

所属 
外来 547 名 入院 108 名  
不明 9 名 

外来 574 名 入院 84 名  
不明 18 名 

平 均 年 齢
（±SD） 

33.2（±26.0）才 40.3（±25.7）才 

義肢装具 
下肢装具 857 件、 
義肢 68 件 

下肢装具 573 件、 
義肢 102 件 

前回調査と比較すると、人数、対象者の性別、所属

はほとんど変わらなかった。対象者の平均年齢は上

昇したものの、その二峰性の分布は変わらなかった。

また、装具が減少し義肢の割合は増加した。 

次に障害分類の割合の比較を図１３に示す。 

 

図１３ 障害分類の比較 

今回の調査では切断者の対象者数が増加したもの

の、障害分類の割合は 2 回の調査でその傾向はほぼ

変わらず、脳損傷と脳性麻痺が過半数を占めた。 

 

C-5 高機能部品 
今回の研究においては高機能部品の使用者と部品

について情報を得ることも目標の一つである。そこ

で高機能部品の例として高機能義足膝継手および筋

電電動義手の使用者のデータをそれぞれデータベー

スから抽出した。 

まず、下肢切断者のうち、膝継手を必要とする大

腿義足および股義足の使用者37名についてその膝継

手を整理し表３に示した。 

処方された 37本の膝継手の中で、イールディング

やバウンシングといったいわゆる高機能とされる立

脚制御機構を有する膝継手は 19本であった。そのう

ち 8本が電子制御であり、電子制御高機能膝継手の

C-leg４は 3名に処方されていた。C-leg４の処方と

なった 3名の基金は全て労災保険であり、またすべ
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て国立障害者リハビリテーションセンターの受診者

であった。 

表３ 処方された膝継手部品 

名称 n 
 

構造 付加機能 

SL0701 1 固定 単軸 
 

3R31 2 固定 単軸 イールディング 

固定膝 5 固定 単軸 
 

固定遊動切替 1 固定遊動 単軸 
 

3R15 1 遊動 単軸 
 

NK1 1 遊動 単軸 
 

3R21 1 遊動 多軸 
 

3R46 1 遊動 多軸 
 

3R106 6 遊動 多軸 
 

TK-4P01 1 遊動 多軸 
 

NK6 2 遊動 多軸 バウンシング 

3R60 1 遊動 多軸 バウンシング 

TK-2000 2 遊動 多軸 バウンシング 

マウクニー 1 遊動 単軸 イールディング 

3R80 3 遊動 単軸 イールディング 

インテリジェ

ント 
5 遊動 単軸 電子制御 

C-leg4 3 遊動 単軸 
電子制御 

イールディング 

 

次に義手を処方された上肢切断者33名の義手の種

類を図１４に示す。 

 

図１４ 処方された義手の種類（n=33） 

筋電電動義手は全体の 18％（５名）であった。筋

電電動義手を処方された 5名はすべて前腕切断者で

あり、そのうち片側切断者が 4名、両側切断者が 1

名であった。さらに 1名が労災保険で、4名が総合

支援法による基金であった。そのうち先天性形成不

全の小児が 3名であった。また、筋電義手の対象者

は全て国立障害者リハビリテーションセンターの受

診者であった。 

 

Ｄ．考察 

これまで義肢装具に関する多施設同時調査はほと

んど例がなく、リハセンター７施設協働による実態

調査により得られた結果は学術的にも貴重な資料と

なると考えられる。また、リハセンター病院の受診

者は脳卒中と脳性麻痺が過半数を占める結果であっ

たが、一方で、その他の疾患には遺伝子性の疾患や

指定難病等のごく稀な疾患も含まれた。このことは、

義肢装具を必要とする障害者の全体像を把握するだ

けでなく、希少症例の探索にもこのデータベースが

活用できることを示していた。 

ただし、今回の調査結果が日本の実情を反映して

いるわけではない。７つのリハセンター病院には急

性期病院は含まれず、急性期病院と回復期病院ある

いは障害者病棟のある病院では受診者の内容は大き

く異なると考えられる。これは義肢装具の処方にも

反映され、対象者の希望が新規製作より再製作のほ

うが上回ったこと、基金が総合支援法の方が健康保

険よりも多かったことが今回の調査対象者の特徴を

示している。したがって、本研究の考察にあたって

は、調査結果の数字について細かな考察をするより

は、この調査手法とデータベース構築により、これ

までの調査では得られなかった義肢装具の処方にか

かわる様々な要因について、解析に必要な情報が得

られているかを先に検証することが必要である。 

今回の調査は AMEDの研究課題「支援機器イノベー

ション創出に向けた情報基盤構築に関する研究」（平

成26～28年度）に引き続き、２回目の調査になるが、

２回の調査の対象者の傾向に大きな違いはなかった。

2015 年（平成 27 年）と 2017 年（平成 29 年）で障

害者の状況が大きく変化したとは考えられず、この

ことからこの調査方法の再現性が確認された。 
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また、この調査に含まれる受診時の対象者の「希

望」、「目的」、「基金（ファンド）」および「現

義肢装具の状況」といったデータは従来の調査には

含まれない項目であり、これらのデータから対象者

のニーズや義肢装具が処方された理由を解明するこ

とが期待できる。例えば、「目的」としては「屋外

歩行」と「屋内歩行」が多かったが、「屋外歩行」

と「屋内歩行」の到達レベルの違いは、対象者の活

動度や義肢装具の部品選択（耐久性を含む）と関係

することは容易に推測でき、それらの関係がデータ

として裏付けられることが期待できる。さらに、現

有義肢装具の状況から再製作の理由として、「耐用

年数が経過」と「合わない」が多かったことは「活

動度」と「下肢の状態」とも関係があることが予想

される。さらに、これらの関係は対象者の障害分類

により異なると考えられ、今後は障害別の解析をす

ることによって。障害者と義肢装具との関係を明ら

かにする予定である。 

今回の調査のもう一つの焦点として、高機能部品

使用者の実態像の把握がある。調査結果から、高機

能膝継手および筋電電動義手の使用者の情報が抽出

された。イールディングやバウンシングといったい

わゆる高機能とされる立脚制御機構を有する膝継手

の対象者と、さらに高機能かつ高額である電子制御

高機能膝継手の対象者が把握された。また、筋電電

動義手の使用者も労災保険に限らず総合支援法でも

支給されていることが明らかになった。今後は他の

切断者のデータと比較することにより、その選択理

由について解明することが必要である。ただし、今

回使用したデータベースソフトには、上肢切断者に

ついて上肢機能の評価や使用目的の入力項目はない。

解析のためにはデータベースにこれらの新たなデー

タ項目を追加することが必要となった。 

一方、高機能部品の対象者は国立障害者リハビリ

テーションセンターなど一部の施設に集中していた。

このことから高機能部品が日本中どの施設でも使用

できる状況ではないことが示唆された。しかし、対

象者は少なく、高機能部品を使用するに至った理由

について詳細に解析するには、今回のデータベース

の対象者とデータ内容だけでは限界があり、別途新

たな調査が必要と思われた。 

 

本研究で使用したデータベースソフトは従来調査

のように数を数えるだけでなく、そのニーズや身体

状況を記録できるのが特徴である。今回の協働施設

に限らず、医療機関がこのソフトを利用して、義肢

装具に関するデータを収集すれば、自らの医療機関

の義肢装具の支給実態を把握することが可能となる。

義肢装具の処方に関する情報が電子データとして残

ることは、これに関する情報共有を可能とし、医療

職の経験に依存しがちであった義肢装具の処方や適

応の判断基準を、共通化、均てん化するとともに、

義肢装具部品の選択・選定の基準作成の一助となる

事が期待される。 

 

Ｅ．結論 

リハビリテーションセンター７施設協働による義

肢と下肢装具に関する同時実態調査を行った。711

名のデータを得て。その初期解析結果を報告した。 

今後はこのようなデータを障害別に解析、比較す

る。それによって、それぞれの障害がどのような特

徴を示し、どのような義肢装具が選択されるに至っ

たかが明らかになることが期待される。 

 

Ｇ．研究発表 

1.  論文発表 

 無 

2.  学会発表 

中村 隆、阿久根徹、飛松好子、長崎隆司、清宮

清美、小川雄司、村山尊司、高岡 徹．義肢と下肢

装具に関する多施設同時実態調査．第 35回日本義肢

装具学会学術大会（仙台），2019（予定）. 

 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

 無 
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厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業） 

分 担 研 究 報 告 書 
 

補装具費支給制度における借受け制度導入後の状況に関するアンケート調査 

 

研究分担者 山田 英樹 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 
障害福祉研究部 障害福祉研究部長 

研究分担者 筒井 澄栄  創価大学文学部 

                教授 

 

平成 30年度 4月より、補装具費支給制度の取扱いについては、購入並びに修理に加え、借受けに係る費

用が支給されることになった。これを受け、借受け導入後の課題の把握とその対応案等を検討すること

を目的して、全国を 8ブロックに分け、それぞれのブロックより抽出した更生相談所に対して補装具費

支給制度における借受け制度導入後の状況に関する調査を実施した。 

借受け導入後の課題を的確に把握するために、補装具費支給制度における借受け制度導入後の状況に

関する調査を実施した。あわせて借受け制度に限らず、児童への支給決定上の課題に関する調査も実施

した。 

補装具の借受け制度は、利用者の「成長や病気の進行に伴う短期交換・利用を想定しており」機器の効

果的な利用を促進するとともに、とともに導入後に不具合時の費用未発生、複数の利用者に活用できる

事で廃棄数の減少、利用者や福祉用具を給付する自治体にとって経済的にも環境に優しい制度として考

えられているものの、補装具製作事業者、メーカー、販売店にとっては、下記の課題に対する方策がま

だ見いだせていないのが現状であることが明らかとなった。 

 

A. 研究の目的 

平成 30 年度 4 月より、補装具費支給制度の取扱い

については、購入並びに修理に加え、借受けに係る費

用が支給されることになった。これを受け、借受け導

入後の課題の把握とその対応案等を検討することを目

的して、更生相談所に対して補装具費支給制度におけ

る借受け制度導入後の状況に関する調査を実施した。 

 また、借受け導入後の課題を的確に把握するために、

補装具費支給制度における借受け制度導入後の状

況に関する調査を実施した。あわせて借受け制度に

限らず、児童への支給決定上の課題に関する調査も

実施する。 

 

B．研究方法 

１）更生相談所アンケート調査実施概要 

全国を 8ブロックに分け、それぞれのブロックより

抽出した更生相談所対象に、補装具費支給制度におけ

る借受け制度導入後の状況に関するアンケート調査を

実施した。 

 

2) 調査方法及び調査時期 

2018年 10月～12月の期間に、各更生相談所が事前

に送付した調査票ファイル（EXCEL 形式）に所定の項

目を入力し、回答ファイルをみずほ情報総研株式会社

宛に送付する方式で調査を実施した。 

 

3) 調査票項目 

調査票の項目は、以下のものである。 

Q1. 平成30年4月より開始された補装具の借受け制度

の利用状況について 

Q2. 借受け制度導入後における課題やその対応等 

Q3．借受け制度導入についてのその他ご意見 

Q4．借受け制度導入を受け、補装具の種目に対する適

否について 

Q5．その理由 

Q6．借受け制度導入のメリットやデメリットについて 
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Q7．他の機関における借受け制度導入後における課題

やその対応等でご存知のもの 

Q8．他の機関における借受け制度導入のメリットやデ

メリットでご存知のもの 

Q9．借受け制度導入に伴う基準額の在り方について 

Q10．借受け制度導入の基準額の在り方についてのその

他ご意見 

Q11．借受け制度に限らず、児童への支給決定上の課題

について 

Q12．その他ご意見やご要望 

 

Ｃ．研究結果 

補装具費支給制度における借受け制度導入後の状

況に関するアンケート調査について、調査票の回答デ

ータを集計・分析した結果については以下に示すとお

りである。 

 

1） 借受け制度の利用状況について 

(1) 借受け制度の利用状況について 

平成 30 年 4 月より補装具の借受け制度が開始され

たが、4月～12月での借受け制度の利用状況について

をみると、回答いただいた 8更生相談所のすべての更

生相談所（100％）で、借受け制度の利用例は 1件も無

かった（図表 2 1）。 

 

図表 2 1 借受け制度の利用状況 

借受け制度の利用有無 回答数 構成比 総利用件数 

1.利用があった 0 0% 0件 

2.利用がなかった 8 100% － 

全体 8 100% 0件 

 

2）借受け制度導入後における課題やその対応等 

平成 30 年 4 月からの借受け制度導入後における課

題やその対応等に関する各フェーズでの回答内容は以

下のとおりである。 

(1) 申請・受付時の借受け制度導入後における課題や

その対応等 

申請・受付フェーズにおける、借受け制度導入後に

おける課題やその対応等についての回答は、図表 2-2

の通りである。 

 

 

 

 

図表 2 2 申請・受付時の借受け制度導入後における課題

やその対応等 

分類 課題 対応等 

①事

業者

に起

因す

る問

題等 

・ 対応可能な業者がご

く一部である。 

・ 借受けに対応する事

業者がいない。 

・ 借受けに対応する事

業者の情報がない。 

・ 事業者に借受け対応

への体制が整ってい

ない。 

・ 補装具事業者への周

知が不十分であり、ま

た、借受けに対応する

事業者がない。 

・ 他都市への情報提供

をお願いしている状

況である。 

・ 今後、制度所管部署か

ら、登録補装具事業者

に対し、借受け対応が

可能かの意向確認を

行う予定である。 

・ 業者に協力依頼を行

った。（ただし、対応

できる業者はいない

状況） 

②周

知不

足に

よる

問題

等 

・ 申請時の制度概要説

明に慣れていない。 

・ 福祉事務所担当者の

借受けについての情

報が不足している。 

・ 補装具支給の実施主

体である市町村への

周知が不十分である。 

・ 児童補装具の借受け

については、療育機関

への周知ができてい

ない。 

・ 制度所管部署作成の

市民向けの案内文を

活用する。 

・ 制度の周知を引き続

き行う。 

・ 指針等の通知および

ガイドブックを用い

ての説明会を行い周

知した。 

・ 療育機関への指導権

限がないので、対応で

きない。 

③そ

の他

の問

題等 

・ システムの複雑さが

課題である。 

・ 指針では、技術的助言

の過程で借受けが必

要とされる場合は医

師意見書を出すこと

になっているが、電話

での助言が基本のた

め対応が困難である。 

・ 業者と市町村、業者と

申請者間の契約方法

が不明確である。 

・ 助言依頼の形式の事

務手続きを変更した。 

・ 契約方法については

対応できない。 
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(2) 支給決定時の借受け制度導入後における課題やそ

の対応等 

支給決定フェーズにおける、借受け制度導入後にお

ける課題やその対応等についての回答は、図表 2-3の

通りである。 

 

図表 2 3 支給決定時の借受け制度導入後における課題

やその対応等 

分類 課題 対応等 

①事業

者に起

因する

問題等 

・ 借受けに対応する事業

者がいない。 

・ まずは業者に対応

が可能かどうか確

認をしないと、制度

の適用に至ってい

ないのが現状であ

る。 

・ 結局購入としてい

る。 

②判断

基準に

よる問

題等 

・ 未経験である。 

・ 具体的な事例がなく、

借受けを認める判断基

準が難しい。 

・ 借受け期間終了時に向

けての再判定時期の管

理等判定事務の取り扱

いについて。 

・ 借受けに関する判断事

例がない。 

・ 借受け決定の事例が少

なく、判定を行う際に

苦慮する。 

・ 決定期間の判断基準が

難しい。 

・ 対応マニュアルや

取扱要領等の策定

をするにもたたき

台がない状態であ

る。 

・ 所内での協議、処

方医・事業者から

の情報収集、申請

者の意向や状況確

認を通して検討す

る。 

・ 補装具費支給事務

ガイドブックや他

の自治体での事例

を参考にする。 

・ 借受け判定に係る

内規を作成した。 

③その

他の問

題等 

・ 業者や自治体、制度所管

部署との調整に時間を

要する。 

・ 購入部分、完成用部品の

借受け部分、かつ、部品

ごとに支給決定を行わ

なければならない等事

務が煩雑になる。 

・ 進行性の疾患患者に期

間限定の借受け制度を

提案、紹介しにくい。 

・ 自治体、判定機関、

制度所管部署、業者

間での連携が重要

である。 

・ 補装具費借受け制

度管理簿を作成し、

判定機関や再判定

調整時期を記録し

ている。 

・ 結局購入としてい

る。 

分類 課題 対応等 

・ 補装具費の支給が毎月

必要になり、手続きが煩

雑になる。 

 

(3) 納品・フォロー時の借受け制度導入後における課

題やその対応 

納品・フォローフェーズにおける、借受け制度導入

後における課題やその対応等についての回答は、図表

2-4の通りである。 

 

図表 2 4 納品・フォロー時の借受け制度導入後における

課題やその対応等 

分類 課題 対応等 

①事業者

に起因す

る問題等 

・ 借受けが対応可能な

一事業者への依頼が

集中し、在庫の関係

で業者が難色を示し

始めている。 

・ 業者としては購入時

に借受けで使用した

ものは販売できない

等厳しい状況であり、

ある程度、制度での業

者への補償が必要と

思われる。 

②メンテ

ナンスに

よる問題

等 

・ 借受け中、借受け終

了時のメンテナンス

が困難ではないか。 

・ 重度障害者用意思伝

達装置について、ア

フターフォロー等を

購入と同じように行

うことは困難。 

・ 借受け期間中に故障

した場合、どこまで

補償されるのかが不

明である。 

・ 借受け期間中のメン

テナンス対応や、万

一の事故対応が課題

である。 

・ 修理時の責任の所在

が不明確で、指針の

表現があいまいであ

る。 

・ 現状では具体事例は

ない。 

・ 対応マニュアルや取

扱要領等の策定をす

るにもたたき台がな

い状態である。 

・ 短期間での利用が最

も想定されやすいだ

けに、フォローが不

可欠であり、制度で

の補完が必要であ

る。 

・ 借受け契約の際の十

分な説明や契約書へ

の明示を業者に求め

ていく。 

・ 補装具判定の手引き

に借受け期間中の修

理にかかる考え方を

示した。 
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分類 課題 対応等 

③その他

の問題等 

・ 借受けと支給への切

り替え等の進捗管理

に不安がある。 

・ 借受けを行うための

補装具の基準が不明

確である。（最新バー

ジョンなのか、中古

品やデモ貸出品でも

よいのか等） 

・ 現状では具体事例

はない。 

3）借受け制度導入についてのその他ご意見 

(1) 借受け制度導入についてのその他意見 

平成 30 年 4 月からの借受け制度導入後についての

その他の意見の回答は、図表 2-5の通りである。 

 

図表 2 5 借受け制度導入後についてのその他の意見 

分類 主な意見 

①業者に

ついて 

・ 単価が安く業者にとっては利益にならないので、

借受け対応可能な業者が増えない。 

・ 基準額が低く設定され、借受けした機器の継続が

見込める制度になっていないため、協力する業

者がいない。 

・ 業者の協力が得られないことから、借受けの実績

がなく本来の課題が見えてこないという状況であ

る。 

②事務処

理等につ

いて 

・ 事務処理が煩雑である。 

・ 進捗管理に神経を使う。 

・ 借受けの判断にあたっては、来所判定と文書判

定のどちらでも可能としケースバイケースで検討

している。 

・ 来所判定は、判断が困難な膝継手の比較検討や

評価に望ましい。 

・ 文書判定は、利便性や主治医によるその後の継

続的な評価が適当。 

・ 修理時の責任の所在や取扱いが不明確である。 

③その他 
・ 意思伝達装置に関しては、借受け導入を図って

いきたいので 1業者からでも実施していく予定で

ある。 

・ 国は借受け制度を軌道に乗せるために、あらゆ

る方策を講じる必要がある。 

・ 重度障害者用意思伝達装置や上肢装具の完成

部品が、補装具の短期間の利用が想定されると

して、借受け制度の申請を促す形となっている。 

・ 借受け制度のメリットが理解され、活用されるに

分類 主な意見 

は、時間を要すると思われる。 

・ 借受けから特例補装具や意思伝達装置の付属

品を除いたことが、制度を使いにくい状況を作っ

た要因となっている。特例補装具や付属品も含

めた運用が可能となるよう検討して欲しい。 

・ 今回対象とならなかった車いすや電動車いすも

短期間で使用困難になるケースが多く、借受け

があれば電動車いすの支給につながりやすくな

る。 

  

 

4） 補装具の種目に対する適否について 

(1) 義肢（完成用部品） 

義肢（完成用部品）の適否については、「適してい

る」が 2更生相談所、「どちらかといえば適している」

が 2更生相談所、「どちらかといえば適していない」が

3更生相談所、「適していない」が 0更生相談所であっ

た。（未回答項目もあるため、合計が 8更生相談所にな

らない場合がある） 

 

図表2-6 義肢（完成用部品）の適否 

補装具の種目 

選択肢 

適している どちらかと

いえば適し

ている 

どちらかと

いえば適し

ていない 

適してい

ない 

義肢 

（完成用部品） 

2 2 3 0 

 

また、「適している」もしくは「どちらかといえば

適している」の理由としては、以下のとおりである。 

・ メーカーにはデモ用パーツがあり、事業者は借用、試

行している実態がある。 

・ 使用実態に合わせた完成用部品の選定が可能となる。 

・ 高額な膝継手等は、借受けで様子を見ることが可能と

なる。特に高額な膝継手や足部を検討するには適して

いると考えられる。 

 

(2) 装具（完成用部品） 

装具（完成用部品）の適否については、「適してい

る」が 0更生相談所、「どちらかといえば適している」

が 6更生相談所、「どちらかといえば適していない」が

2更生相談所、「適していない」が 0更生相談所であっ
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た。（未回答項目もあるため、合計が 8更生相談所にな

らない場合がある） 

 

図表2-8 装具（完成用部品）の適否 

補装具の種目 

選択肢 

適している どちらかと

いえば適し

ている 

どちらかと

いえば適し

ていない 

適してい

ない 

装具 

（完成用部品） 

0 6 2 0 

また、「適している」もしくは「どちらかといえば

適している」の理由としては、以下のとおりである。 

・ 使用実態に合わせた完成用部品の選定が可能とな

る。 

・ 上肢装具については、障害の進行により、補装具の

短期間の利用が想定される場合に適すると考えら

れる。 

・ 進行性疾患の障害者の方に対する上肢装具は進行

状況によっては試用期間が短期間となることもあ

る。 

・ 一部装具では借受けに適したものがある。 

・ 上肢装具については、使用期間が限られている場合

は適していると考えられる。 

 

(3) 座位保持装置（完成用部品） 

座位保持装置（完成用部品）の適否については、「適

している」が 0更生相談所、「どちらかといえば適して

いる」が 2更生相談所、「どちらかといえば適していな

い」が 3更生相談所、「適していない」が 2更生相談所

であった。（未回答項目もあるため、合計が 8更生相談

所にならない） 

 

図表 2-9 座位保持装置（完成用部品）の適否 

補装具の種目 

選択肢 

適して

いる 

どちらかと

いえば適し

ている 

どちらかと

いえば適し

ていない 

適してい

ない 

座位保持装置

（完成用部品） 

0 2 3 2 

 

また、「適している」もしくは「どちらかといえば

適している」の理由としては、以下のとおりである。 

・ 成長や障害状況の変化に合わせた対応が可能とな

る。 

・ 支持部部品や継手部品を検討するには適している

と考えられる。 

  

(4) 座位保持椅子 

座位保持椅子の適否については、「適している」が 0

更生相談所、「どちらかといえば適している」が 1更生

相談所、「どちらかといえば適していない」が 3更生相

談所、「適していない」が 3更生相談所であった。（未

回答項目もあるため、合計が 8更生相談所にならない） 

図表 2-10 座位保持椅子の適否 

補装具の

種目 

選択肢 

適している どちらかとい

えば適して

いる 

どちらかとい

えば適して

いない 

適していな

い 

座位保持

椅子 

0 1 3 3 

 

また、「適している」もしくは「どちらかといえば

適している」理由として、「短期間で使用できなくなる

ケースが多い」との回答が得られた。 

  

(5) 歩行器 

歩行器の適否については、「適している」が 0 更生

相談所、「どちらかといえば適している」が 2更生相談

所、「どちらかといえば適していない」が 1更生相談所、

「適していない」が 3更生相談所であった。（未回答項

目もあるため、合計が 8更生相談所にならない場合が

ある） 

 

図表 2 11 歩行器の適否 

補装具の

種目 

選択肢 

適してい

る 

どちらかと

いえば適し

ている 

どちらかと

いえば適し

ていない 

適していな

い 

歩行器 0 2 1 3 

 

また、「適している」もしくは「どちらかといえば

適している」理由としは、以下のとおりである。 

・ 適しているもしくはどちらかといえば適してい

る理由 

・ 短期間で使用できなくなるケースが多い。 
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・ 成長や使用環境の変化に合わせた対応が可能と

なる。 

・ 歩行器は対象が基準内のものに限られるため、特

例にあたるような高額機種の試用ができない。 

  

(6) 重度障害者用意思伝達装置（本体） 

重度障害者用意思伝達装置（本体）の適否について

は、「適している」が 3更生相談所、「どちらかといえ

ば適している」が 4更生相談所、「どちらかといえば適

していない」が 0 更生相談所、「適していない」が 0

更生相談所であった。（未回答項目もあるため、合計が

8更生相談所にならない場合がある） 

 

図表 2-11 重度障害者用意思伝達装置（本体）の適否 

補装具の種目 

選択肢 

適 し て

いる 

どちらかと

いえば適し

ている 

どちらかと

いえば適し

ていない 

適してい

ない 

重度障害者用意思

伝達装置（本体） 

3 4 0 0 

 

また、「適している」もしくは「どちらかといえば

適している」の理由としては、以下のとおりである。 

・ 短期間で使用できなくなることが想定できるケー

スがある。 

・ 判定までに時間を要する場合が多く、支給決定まで

の時間短縮につなげられる。 

・ 借受け後に有用性を確認して購入の決定を行うこ

とで、円滑な補装具費の支給が可能となる。 

・ 結果的に短期間の使用となった場合、費用が抑制で

きる。 

・ 障害状況の変化に合わせた対応や、初導入時の機種

の見極めが可能となる。 

・ 障害の進行により、補装具の短期間の利用が想定さ

れる場合に適すると考える。 

・ 進行性の疾病に対して、借受け制度は適している可

能性がある。 

・ 進行が早く試用期間が短いことが予測され、本人も

購入を躊躇する場合がある。 

・ 使用期間が限られている場合には適していると考

えられる。 

 

5）借受け制度導入のメリットやデメリットについて 

(1) 借受け制度導入のメリットやデメリットについて 

平成30年4月からの借受け制度導入を受け、借受

け制度導入のメリット（図表 2-12）やデメリット（図

表 2-13）に関する回答は、以下の通りである。 

 

図表 2-12 借受け制度導入のメリット・デメリット 

分類 メリット 

①経済的側

面 

・ 製品の支給に比して、経済的に安価になる。 

・ 障害の進行により、補装具の短期間の利用が想定さ

れることが明らかな場合、購入費用が抑制される。 

②効果的側

面 

・ 継手や支持部などの完成用部品を選択するにあた

って、じっくりと検討できる。 

・ 購入に加え借受けの選択肢が増え、適切な補装具を

適切な時期に使用することが可能となる。 

・ 短期間の試用が想定される場合、補装具費の効率的

な支給につながる。 

・ 高機能の膝継手など就労や生活に必要な部品の決

定が可能になる。 

・ 意思伝達装置については、使用効果が不明の場合

に、借受けを利用することで使える状態での決定が

可能となる 

 
図表 2-13 借受け制度導入のデメリット 

分類 デメリット 

①事業者 ・ 使用した製品を、次に利用する人がいるのか。 

・ 現在の借受けに係る単価が低過ぎないか。 

・ 借受けに対応する事業者がない。 

・ 制度導入から間がないため、事業者の体制が整っ

ておらず、メンテナンスや事故対応等に不安があ

る。 

・ 借受け期間が短いほど、搬入出や組み立ての手間

が利用者及び事業者の負担になる。 

②事務・調整

等 

 

・ 借受けの支給事務が煩雑である。ひとつの補装具

に購入と借受けが存在することで、事務手続きが

さらに煩雑となる。 

・ 障害の進行に合わせた早急な対応が求められる

一方、業者の調整や支給決定事務で不慣れな点も

おおく、調整できるのか等の懸念がある。 

③その他 ・ 高機能高価格の完成用部品を国がほぼ無制限に

指定しているため、福祉にはなじまない完成用部

品を希望された時の対応が困難である。 
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 6）他機関における借受け制度導入後の状況について 

平成 30 年 4 月からの借受け制度導入後における他

の更生相談所等での課題やその対応等に関する各フェ

ーズでの回答内容を以下に示す。 

(1) 申請・受付時の借受け制度導入後における課題や

その対応等 

申請・受付フェーズにおける、借受け制度導入後にお

ける課題やその対応等についての回答内容を以下

に示す。 

図表 2-14 他機関における申請・受付時の借受け制度導

入後における課題やその対応等 

分類 課題 対応等 

①事業者に起因する

問題等 

借受けに対応する事

業者がいない。 

他都市への情報提供

をお願いしている。 

 

(2) 支給決定時の借受け制度導入後における課題やそ

の対応等 

支給決定フェーズにおける、借受け制度導入後にお

ける課題やその対応等についての回答は、図表 2 15

の通りである。 

 

図表 2-15 他機関における支給決定時の借受け制度導入

後における課題やその対応等 

分類 課題 対応等 

①事業者に起因する

問題等 

借受けに対応する事

業者がいない。 

他都市への情報提供

をお願いしている。 

 

(3) 納品・フォロー時の借受け制度導入後における課

題やその対応 

納品・フォローフェーズにおける、借受け制度導入

後における課題やその対応等についての回答は、図表

2-16の通りである。 

 

図表 2-16 他機関における納品・フォロー時の借受け制

度導入後における課題やその対応等 

分類 課題 対応等 

①事業者に起因する

問題等 

借受けに対応する事

業者がいない。 

他都市への情報提供

をお願いしている。 

  

7）他機関における借受け制度導入のメリットやデメリ

ットについて 

平成 30 年 4 月からの借受け制度導入に伴い、他の

更生相談所等での借受け制度導入のメリットやデメリ

ットについては、「リット」「デメリット」いずれにつ

いても、「他都市の例は把握できていない」との回答で

あった。 

  

8）借り受け制度導入の基準額の在り方について 

平成 30 年 4 月からの借受け制度導入に伴い、基準

額の在り方についての回答は以下の通りである。 

(1) 借受け期間について 

借受けの基礎となる算定期間としての借受け期間

についての回答は、図表 2-17の通りである。 

 

図表 2-17 借受け期間についての意見 

分類 主な意見 

①期間に関して 
・ 最長1年～再判定を行うことにより最長3年ま

でという期間は適当である。 

・ 判定結果による借受けの開始、終了、再判定と

いう手順と手間を考えると、借受け期間は一定

の長さ（半年程度）以上が望ましい。 

・ 導入されて間もないため、まずは制度上の期間

で借受けを行い、必要に応じ見直しが必要。 

②対応に関して 
・ 1～2 週間であればメーカーも無償のデモ機を

貸し出してくれるので、それ以上の期間、借り

たい場合に借受けで対応できれば良い。 

③金額に関して 
・ 1ヶ月当たりの基準額で良い。 

・ 同一人物が長期間の使用を想定していないこ

とから、3 年より短い期間で減価償却ができる

基準額の設定が必要。 

・ 借受けの価格は一律にすることなく、1 年間の

継続が見込まれるものと2週間から1か月の借

受けが見込まれるものとでは、基準額に差をつ

ける必要がある。 

④その他 
・ 具体的な事例がなく、検証・分析できない。 

  

(2) 補装具の借受けの基準額等について 

機器本体や部品等の補装具の借受けの基準額等に

ついての回答は、図表 2-18の通りである。 

 

図表 2-18 補装具の借受けの基準額等についての意見 

分類 主な意見 

①基準額に関

して 

・ 現在の基準額では低すぎるというのが、多くの製

作業者の意見。 

・ 全体として基準額設定が安すぎる。 

・ 上肢装具の借受けについて、業者から「基準額が

安価過ぎる。」という意見があった。 
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分類 主な意見 

・ 介護保険制度との比較で基準額が安価である。 

・ 種目によっては採算が合わない。（例：重度障害

者用意思伝達装置本体）。 

・ 借受けの普及に当たっては、実態に合わせた基準

額の見直しが必要。 

・ 借受けの基準額は妥当。 

・ 座位保持椅子の車載用の価格が他の基準価格よ

り低く設定されている。 

②手続きに関

して 

・ 借受けの場合は、機器本体、部品の費用に加えて

メンテナンス費用が発生し、さらに事務手続きが

煩雑となる。 

・ 頭部保持具が設定されていないが、座位保持椅子

の車載用に必要な物である。 

③補装具品に

関して 

・ 購入になった場合は新品を支給することとなっ

ており、業者にとっては、借受け用の製品を常に

いくつか用意しておくことは、現実的に難しく、

基準額では対応が困難。 

・ 支給品と同等のものを業者が所有しなければな

らないところが困難。 

・ メーカーからデモとして提供された完成用部品

も要件を満たせば借受けを行ってよいのでは。 

④その他 
・ 具体的な事例がなく、検証・分析できない。 

  

(3) サービス費用の必要性について 

搬出入やメンテナンス、適合調整等といったサービ

ス費用の必要性についての回答は、図表 2-19の通りで

ある。 

 

図表 2-19 サービス費用の必要性についての意見 

分類 主な意見 

①必要なも

の 

・ 業者にとっては必要性がある。 

・ 重度障害者用意思伝達装置について、業者

より借受け時のセッティング内容や費用、

アフターフォロー（交通費・人件費等も含

め）、借受け期間中の故障対応について、制

度でのフォローが必要。 

・ 意思伝達装置の場合、個人情報を削除する

ために、一度すべてのデータを消去し再度

インストールする必要があり、この費用の

扱いの検討が必要。（業者に負担させるには

無理がある） 

②基準額に
・ サービス費用は、借受け基準額の中に含ま

れるもの。 

分類 主な意見 

含めるもの 

③対応事業

者増につな

がる 

・ サービス費用を設定すると、借受けに対応

する事業者が増えるかもしれない。 

・ 通常出張費は、補装具費では支給されない

ため、利用者から費用を負担していただく

か業者が自分で持つかどちらかとなってい

て、価格の低い借受けでは、業者が請け負

いにくい要因となっている。 

④その他 
・ 具体的な事例がなく、検証・分析できない。 

 

(4) 借受け制度導入の基準額の在り方についてのその

他ご意見 

借受け制導入の基準額の在り方についてのその他

の意見としては、「具体的な事例がなく、検証・分析できな

い」との回答が得られた。 

 

9） 児童への支給決定の状況について 

(1) 児童への支給決定上の課題について 

児童への支給決定上の課題については、「支給決定

を行う職員の専門知識に不安がある」が 8更生相談所、

「意見書内容がわかりにくい、情報が不足している」

が 7更生相談所、「補装具の具体的な構造等がイメージ

できない」が 3更生相談所、「利用者の状態像が把握し

にくい」が 6更生相談所、「高額な機種の申請時の対応

に課題がある」が 5更生相談所、「基準額が低過ぎる（特

例補装具になりがち）」が 4更生相談所、「複数支給の

考え方が難しい」が 5更生相談所、「使い分けの必要性

の判断が難しい」が 4更生相談所であった。 

 

図表 2-20 児童への支給決定上の課題 

選択肢 選択数 

支給決定を行う職員の専門知識に不安がある 8 

意見書内容がわかりにくい、情報が不足している 7 

補装具の具体的な構造等がイメージできない 3 

利用者の状態像が把握しにくい 6 

高額な機種の申請時の対応に課題がある 5 

基準額が低過ぎる（特例補装具になりがち） 4 

複数支給の考え方が難しい（※） 5 

使い分けの必要性の判断が難しい 4 

※補装具は、「原則として1種目につき1個、身体障害者・児の障害の状

況を勘案し、職業又は教育上等特に必要と認めた場合は、2個とするこ

とができる。」とされており、基準上は「常用」、「作業用」として運用
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することとされていますが、児童については、さらに、「心身の発育過

程の特殊性を考慮すること」とされている。 

 

また、その他の意見としては、以下のものがあった。 

・高額な特例補装具が児童で認められてしまい、児か

ら者に移行したときに判定に困難が生じる事例が

ある。 

・特例補装具が多い。地域の特性なのか他都市の状況

が知りたい。 

・使用環境の把握が不十分なまま処方されることが

ある。（例：学校と共有できていない等） 

療育機関（自立支援医療機関を含む）の制度への理解

ができていない。このため、生活状況にそぐわない

高額な補装具が場所ごと用途ごとに複数（2台以上）

支給されているケースが見受けられる。 

 

10） その他意見・要望等 

その他の意見・要望等については、図表 2-21 に示

すとおりである。 

 

図表2-21 その他意見・要望等 

分類 主な意見・要望等 

①児童補装

具について 

・ 児童の特例補装具については真に必要な理由の記

載もないままに高額な機種が支給されているが、あ

まり使用されずに学校や自宅に放置されている事

例が散見される。 

・ 児童補装具については、基準額が低過ぎるというよ

り、高額な製品を要望する保護者も多いことから、

特例補装具になりやすい。 

・ 児童の特例補装具も当所で要否検討をしており、処

方機関や自治体の担当者から「生活上や教育上で真

に必要な状況」があるかを聴取している。 

・ 補装具費支給事務取扱指針には、「心身の発育過程

の特殊性を十分考慮しつつ、身体機能の維持、向上、

日常生活の改善に寄与することが期待できる等の

医学的観点から判断する」「生活環境等の諸条件を

総合的に考慮する必要がある」とあるが、どこまで

児童補装具としての特殊性を勘案すべきかが難し

い。 

②各機関の

役割につい

て 

・ 児童補装具では、保健所と自立支援医療機関は更生

相談所の代わりをするという位置づけである。しか

し、ほとんどの療育機関が自立支援医療機関の指定

を受けておらず、保健所についても補装具の意見書

を書くことはない。 

・ 療育機関は、補装具の個数や特例補装具等制度につ

分類 主な意見・要望等 

いての理解はなく、場所ごと用途ごとにあれば便利

な補装具の意見書を書かれる。このため、市町村は

福祉の限度を超えて不適切な補装具支給をせざる

を得ない状況である。 

・ 医療機関である療育機関が判定機関の役割を担う

ことは難しいと思われる。 

・ 療育機関は医学的に補装具が適合しているかの判

断は可能だが、特に行政的な判断（個数の要否、特

例補装具の必要性）をすることは困難である。 

③改善・検討

要望につい

て 

・ 児童補装具については、医師意見書を基に市町村で

判断しているが、市町村は医学的知識が少なく、法

的な縛りもあるため、申請のままに決定されるケー

スが多く、不適切な支給の要因となっている。この

ことの適正化のためには、自立支援医療機関につい

て判定機関としての役割を外すか、医学的側面に限

定し、補装具の個数や特例補装具の要否については

更生相談所が行政判断を含め判定することが望ま

しいと考える。 

・ 児童補装具の適正化のためには、療育機関（自立支

援医療機関）と保健所の判定機関としての法的な位

置づけを現状に則したものに改正するよう検討し

ていただきたい。 

・ 児童補装具の意見書を記載する医師は自立支援医

療機関か保健所の医師が記載するとなっていたが、

現状からはかけ離れすぎた状態であり、H27年 3月

の指針改正で 15 条指定医師も可となった。これに

沿ったものに障害者総合支援法を改正し、指針に規

定する補装具の支給方法を再構築していただきた

い。 

④その他 
・ もう 1～2 年ほど経ってから、アンケート調査した

方がよかったのでないか。 

  

Ｄ．考察 

 

1）借受け制度導入後の状況について 

○借受け制度導入からまだ間がないためか、回答いた

だいた各更生相談所において借受け制度の利用実

績は 1件も無い。そのため、回答内容によっては実

際の例ではなく今後発生し得るであろうというも

のも挙げられている。 

○申請・受付フェーズ、支給決定フェーズ、納品・フ

ォローフェーズの各フェーズにおいて共通して挙

げられている課題は、対応事業者がいないもしくは

少ないということである。 
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○申請・受付フェーズにおいては、福祉事務所担当者

や自治体、療育機関等への周知が不足していること

が挙げられている。その対応として、指針等の通知

や説明会の実施等で引き継続き周知を行うとして

いる。ただし、関係機関によっては指導権限がない

ため、その対応にも限界があることも挙げられてい

る。 

○支給決定フェーズにおいては、支給決定の判断事例

がなく借受けを認める判断に苦慮していることが

挙げられている。その対応として、情報収集やガイ

ドブック等を参考にして対応マニュアルや内規作

成に取り組んでいる。ただし、作成のおけるたたき

台といった参考にすべきものがなく、作成するにも

苦慮していることも挙げられている。 

○納品・フォローフェーズにおいては、借受け中のメ

ンテナンスや事故対応、故障時の補償が不明確であ

ることが挙げられている。その対応として、業者に

対して借り受け契約の際の十分な説明や契約書へ

の明示を求めている程度である。実際には、制度で

の補完等、制度そのものへの言及が多く挙げられて

いる。 

○補装具の種目に対する適否として、「重度障害者用意

思伝達装置（本体）」、「装具（完成用部品）」、「義肢

（完成用部品）」は、「適している」もしくは「どち

らかといえば適している」が過半数を占め、「歩行

器」、「座位保持装置（完成用部品）」、「座位保持椅

子」は、「適していない」もしくは「どちらかとい

えば適していない」が過半数を占めた。特に、「重

度障害者用意思伝達装置（本体）」は、障害の進行

により補装具の短期間の利用が想定されるケース

に適すると考えられているためか、すべての更生相

談所で「適している」もしくは「どちらかといえば

適している」としているている。 

○借受け制度導入のメリットとしては、製品の支給に

比べ安価に済む、短期間利用での費用抑制といった

経済的側面及び、試用できることによる適切な補装

具の使用につながるといった効果可的側面が挙げ

られている。 

○借受け制度導入のデメリットとしては、対応可能な

業者がいないもしくは体制が整っていないといっ

た業者側のデメリット及び、借受けの支給事務が煩

雑になる、業者や各機関の調整がかかるといった事

務作業や調整作業でのデメリットが挙げられてい

る。 

 

2）借受け制度導入の基準額の在り方について 

○借受け期間については、再判定を行うまでの期間に

ついては一定の期間以上が望ましいが、その期間に

ついては更生相談所によってまちまちであり、導入

後必要に応じて見直すということも挙げられてい

る。 

○借受けの基準額等については、現行の基準額では低

過ぎて種目によっては採算が合わないなど、普及の

ためには実態に合わせた基準額の見直しが必要と

いうことが多く挙げられている。 

○サービス費用の必要性については、業者にとっては

必要なものであるということが多く挙げられてい

る。メンテナンスや故障対応のためにも必要であり、

サービス費用を設定することで対応業者の増加も

望めるのではないかということも挙げられている。 

○全体的に、基準額が低いことに比べてセッティング

やメンテナンス、借受け用の製品の在庫確保（購入

時は新品を支給することとなっている）等を借受け

制度に対応可能な業者が少ない要因として多く挙

げられている。 

 

3）他機関における借受け制度導入後の状況について 

○他機関における借受け制度導入後の状況については、

借受けに対応する事業者がいないといったことか

らか、他都市の機関での借受け利用例は把握できて

いないと挙げられている。 

○他機関における借受け制度導入後のメリットやデメ

リットについても、同様に把握できていないと挙げ

られている。 

 

4）児童への支給決定の状況について 

○児童への支給決定上の課題について、「支給決定を行

う職員の専門知識に不安がある」、「意見書内容がわ

かりにくい、情報が不足している」、「利用者の状態

像が把握しにくい」、「高額な機種の申請時の対応に

課題がある」といったものが、半数を超える更生相

談所から挙げられている。 

○児童補装具については、高額な機種の支給がされて

いるがあまり使用されていないケースや高額な製

品の要望が多く特例装具になりやすいといったケ

ースが挙げられており、どこまで児童補装具として

の特殊性を勘案すべきか苦慮していることが挙げ

られている。 

○各機関の役割として、療育機関は用途ごとに便利な

補装具の意見書を書かれるが、それによって自治体
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は福祉の限度を超えた支給をせざるを得ないケー

スや医学的に補装具が適合している判断はできる

が行政的な判断には不向きであるケースが挙げら

れており、医療機関である療育機関が判定機関の役

割を担うことの難しさが挙げられている。 

○改善・検討要望として、医療機関は医学的側面の判

定に限定し補装具の個数や特例補装具の要否判定

を更生相談所が行うことが望ましいのではという

ことが挙げられている。また、適正化のために医療

機関と保健所の判定機関としての法的位置づけを、

現状に則したものに検討していただきたいという

ことも挙げられている。 

 

Ｅ．結論 

補装具の借受け制度は、利用者の「成長や病気の進

行に伴う短期交換・利用を想定しており」機器の効果

的な利用を促進するとともに、とともに導入後に不具

合時の費用未発生、複数の利用者に活用できる事で廃

棄数の減少、利用者や福祉用具を給付する自治体にと

って経済的にも環境に優しい制度として考えられてい

る。 

しかし、補装具製作事業者、メーカー、販売店にと

っては、下記の課題に対する方策がまだ見いだせてい

ないのが現状である。 

・貸与品を確保・保有する場合、採算がとれず、供給

ができない可能性がある。 

・補装具は個別性が高く、仕入原価や稼働率等から、

単純に貸与価格を算出することは困難 

・貸与に係る業務負荷から生じるコスト（人件費・移

動費用等）について、想定しづらく貸与価格の算定

が難しい。貸与として独立採算がとれる仕組みにす

べきではないか。 

・原価の回収期間については、概ね１年～２年以内と

された。特に移動用具やモーター等を有する用具に

ついては、陳腐化の進行が早く通常の耐用年数まで

もたない可能性がある。 

・消毒や保管に要する費用などのコスト負担。 

・借受の回収品の再利用基準  

・その他 

補装具費支給制度への借受け導入は、平成 30 年 4

月から導入され多制度であるため、その多くは、新品

であると考えられるが、今後、借受品を回収したいわ

ゆる中古補装具の扱いについての検討が必要となって

くるであろう。たとえば試用を目的とした場合は借受

回収品を優先的に使う。借受回収品を使用する場合は

月額費用を減額する等 

全体的に、まだ借受け制度導入後間もない状況であ

り利用例も乏しいことから、同様のアンケート調査を

今後数年間継続的に行い、課題の把握とその対応案等

を検討する必要性がある。 

 

図表 3-1 貸与のメリットとデメリット 

 利用者 事業者 

メリット ・身体状態の変化に応じて

交換可能 

・必要な期間のみの利用が

可能 

・高機能・高価な商品でも

利用可能 

・メンテナンス、修理、交

換が容易 

・長期間の使用は利益が

出る 

・顧客とのコミュニケー

ションが増え、依頼が増

える。 

・特に身体状況が安定しない導入時には、頻繁な商品

効果が発生する。販売での対応は困難である。 

・通常使用による発生した故障、部品交換費用がかか

らない、導入後に不具合時の費用未発生、複数の利用

者に活用できる事で廃棄数の減少、環境に優しい。 

デメリット ・長改期間に同一商品の利

用だと結果的には費用がか

さむ造やオーダーが行えな

い  

・改造やオーダーが行えな

い 

・商品の在庫が増える 

・短期間の使用の場合

は、採算が取れない。 

 

・利用が長期になり且つ、メンテナンスが不要となっ

た場合には、費用負担増につながる。  

・とりわけ障害者の場合、取扱種目やサイズ、オプシ

ョン管理は高齢者との比較では増える可能性が高いと

思われる。 
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図表 3-2 新品レンタルと中古レンタルの利点・欠点 

 メリット デメリット 

新品の 

レンタル 

安心清潔であること。 

中古に比べれば不具

合が起こる可能性も

格段に低い。 

価格が中古より高い 

中古品の 

レンタル 

新品より安く利用で

きる。 

人が使用した物には触れる

ことができないという綺麗

好きの方は利用が困難。 

実際に使用するとすぐ壊れ

たり、何らかの不具合が発生

するリスクは新品より高い 
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厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業） 
分担研究報告書 

システムプロトタイプにおけるDB 改修 

研究分担者 筒井 澄栄  創価大学文学部 

                教授 

研究分担者 山田 英樹 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 
障害福祉研究部 障害福祉研究部長 

 
「義手処方箋」「義足処方箋」「車いす処方箋」「電動車いす処方箋」「座位保持装置処方箋」の新規作

成機能において、従来の各チェック項目を個別にチェックする方式に加え、補装具種目名称コードを選

択するためのプルダウンリストを追加し、補装具種目名称コードを選択することで該当のチェック項目

にチェックが付き、入力の容易化と確実性を向上させることを目的とする。 
処方箋の新規作成機能において、プルダウンリストを追加する。追加したプルダウンリストで選択さ

れた補装具種目名称コードに応じて、該当するチェックボックスにチェックを入れる機能を追加する。

また、処方箋の新規作成の際に、既定値（デフォルト値）として選択される項目をユーザがカスタマイ

ズできるようにするための機能を追加する。本機能により設定された項目はユーザごとにデータベース

に保存され、対応する処方箋の新規作成機能の実行時に既定値（デフォルト値）として使用できるよう

に改修を行った。 
なお、補装具費種目名称別コードは 2018年 3月 29日版の「補装具費種目名称別コード一覧表」をも

とに全面的に見直しを行った。 
 
 

A．改修概要 
1） 改修の目的 
処方箋の新規作成機能において、従来の各チェック

項目を個別にチェックする方式に加え、補装具種目名

称コードを選択するためのプルダウンリスト（以下、

単に「プルダウンリスト」と記す）を追加し、補装具

種目名称コードを選択することで該当のチェック項目

にチェックが付き、入力の容易化と確実性を向上させ

ることを目的とする。 
 義手処方箋 
 義足処方箋 
 車いす処方箋 
 電動車いす処方箋 
 座位保持装置処方箋 

 
2）改修の概要 
処方箋の新規作成機能において、プルダウンリスト

を追加する。追加したプルダウンリストで選択された

補装具種目名称コードに応じて、該当するチェックボ

ックスにチェックを入れる機能を追加する。 
また、処方箋の新規作成の際に、既定値（デフォル

ト値）として選択される項目をユーザがカスタマイズ

できるようにするための機能を追加する。本機能によ

り設定された項目はユーザごとにデータベースに保存

され、対応する処方箋の新規作成機能の実行時に既定

値（デフォルト値）として使用される。 
  
B．画面改修内容 
1）補装具種目名称コード選択の追加改修 
義手処方箋、義足処方箋、車いす処方箋、電動車い

す処方箋及び座位保持装置処方箋の新規作成画面で設

定可能な項目のうち、【用途】（「常用」または「作業用」

を選択できる）のセクションの直後の位置に、プルダ

ウンリストを設置する。 
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「義手処方箋の新規作成画面」における設置例を図

表 1-1 に示す。図中で、設置されたプルダウンリスト

を赤矢印で示す。 
赤矢印で示したプルダウンリストで「010107 – 殻

構造義肢 肩義手 作業用」を選択したときのチェッ

クボックスの設定例を図表1-2に赤矢印で示す。 
なお、プルダウンリストで別の補装具種目名称コー

ドが選択された場合は、それまでに選択されていたチ

ェックボックスは解除されて、変更後の補装具種目名

称コードに対応するチェックボックスが設定される。  
 
2）補装具種目名称コード選択項目のデフォルト設定

画面追加改修 

図表1-1 補装具種目名称コード選択用プルダウンリストの設置例 
「義手処方箋の新規作成画面」の場合 

 

図表1-2 プルダウンリストが選択された場合のチェックボックスの設定例 
「義手処方箋の新規作成画面」において「010107 – 殻構造義肢 肩義手 作業用」を選択した場合 
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義手処方箋、義足処方箋、車いす処方箋、電動車い

す処方箋及び座位保持装置処方箋のデフォルト設定

（追加対象となる画面では「既定値の設定」と表示す

る）を、登録または更新する画面を追加する。義手処

方箋のデフォルト設定画面の例を以下に示す。なお、

この画面では B.1)で示したプルダウンリストは存在

しない。（義手処方箋、義足処方箋、車いす処方箋、電

動車いす処方箋及び座位保持装置処方箋ごとに、メニ

ューが用意されている） 
上記画面には、ログイン後に画面の左側に表示され

るメニューのうち、「既定値設定」のセクション（図表

1-4 の赤矢印）からデフォルト値の設定を行う処方箋

の名称をクリックすると遷移できる。 
 
C．DB 改修概要 
今回のDB改修においては、改修により追加される

機能の特性上、既存のテーブルに対する変更を行うこ

となく機能を追加する方針とする。したがって、DBの

既存のテーブルに対する改修は行わない。 
 

図表1-3 デフォルト設定用画面の表示例 
義手処方箋の場合 

 

図表1-4 「既定値設定」の表示例 
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1）追加対象テーブル 
今回のDB改修において追加されるテーブルは以下

の通りである。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（1）義手処方箋-ユーザ設定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2）テーブルの詳細 
前節において定義したテーブルの詳細を記述する 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図表2-1 追加テーブル一覧 

図表2-2 義手処方箋―ユーザ設定_追加テーブル一覧 
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図表2-2 義手処方箋―ユーザ設定_追加テーブル一覧（つづき） 
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図表2-2 義手処方箋―ユーザ設定_追加テーブル一覧（つづき） 
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（2）義足処方箋-ユーザ設定 
 
  

図表2-2 義手処方箋―ユーザ設定_追加テーブル一覧（つづき） 

図表2-3 義足処方箋―ユーザ設定_追加テーブル一覧 
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図表2-3 義足処方箋―ユーザ設定_追加テーブル一覧（つづき） 
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（3）車いす処方箋-ユーザ設定 
 
 
 
 
 
 

図表2-4 車いす処方箋―ユーザ設定_追加テーブル一覧 
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（4）電動車いす処方箋 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表2-5 電動車いす処方箋―ユーザ設定_追加テーブル一覧 
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（5）座位保持装置処方箋 

 
 
 
 

図表2-6 座位保持装置処方箋―ユーザ設定_追加テーブル一覧 
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（6）種目名称別コード 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（7）処方箋 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（８）既定値設定（処方箋用） 

 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

図表2-7 種目名称別コードテーブル 

図表2-8 処方箋名テーブル 

図表2-9 規定値設定（処方箋用）テーブル 
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平成31年 4月 8日
厚生労働大臣

―(目二「平:ヨ:等影会品―衛4三勇形:評県長■― 殿
4襲 鞣 懲 霧 〔科螂 霧 キ

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

心身障害児総合医療療育センター

所 長

次の職員の平成 30 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相

については以下のとおりです。

1.研究事業名 障害者政策総合研 (身体・知的等障害分野 )

管理

2.研究課題名 支援機器の効果的活用や支援手法等に関する情報基盤整備に関する研究

3.研究者名 (所属部局・職名)  所長

(氏名 。フリガナ ) 小崎 慶介 (コ サキ ケイスケ)

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員 の が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし―一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

未審査 (※ 2)

該当性の有無

有  無

□   ■ □

□ □遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■

□

国立障害者 リハビリテーショ

ンセンター
人を対象 とする医学系研究に関す る倫理指針 (※ 3)

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               )

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること6

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOl委 員会設置の有無 有 ■ 無:□ (無の場合は委託先機関

有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

審査済み   審査した機関

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □

□ ■

□

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れることっ

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無





ノ希ネッぇ」年メー月以,日
厚生労働大臣

_く日立吾難 詮 す暴.衛生琴院 所長)一 殿
4郵 こ保畑 翡 謝 引 嚇 キ

機関名 横浜市総合リハビリテ

所属研究機関長 職 名 センター長

氏 名 ノ

次の職員の平成 30 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利

については以下のとおりです。

合研究事業 (身体・知的等障害分野 )

理

1.研究事業名

2.研究課題名

3.研究者名

支援機器の 果的活用や支援手法等に関する1青報基盤整備に関する

(所属部局・ 医療部  副センタ―長兼医療部長

(氏名 。フ リガナ ) 高岡 徹 (タ カオカ  トオル )

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に る 1員会の審査が済んでいる場合は、

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

」にチ ェ ッ

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

未審査 (※ 2)

該当性の有無

有  無 審査済み   審査した機関

□□   ■ □ヒ トゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針

□□遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■

□□   ■ □人を対象 とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3)

□   ■
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針

□   ■

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               )

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 □無 ■(無の場合は委託先機関:国立障害者リハビリテーションセンター)

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導 。管理の有無 有 □ 無:■ (有の場合はその内容

(留意事項 )

□












